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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有害廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを重量比で１：０．２５～１：４で混練す
る混錬工程と、冷却固化することにより平均粒径を３ｍｍ以上５ｍｍ以下の塊状成型物と
する成形工程と、有害廃棄物を収容する管理型処分場を、前記塊状成型物だけを備蓄する
場所として、当該塊状成型物を取り出し可能に貯留する備蓄工程と、備蓄後において、１
２００℃以上の焼却温度で焼却、溶融する溶融炉の施設数が増えるに伴って前記塊状成型
物を前記管理型処分場から取り出して燃料として使用する工程とを有する廃棄物処理方法
。
【請求項２】
前記備蓄工程は、前記塊状成型物を所定厚さに貯留する毎に、覆土することを特徴とする
請求項１記載の廃棄物処理方法。
【請求項３】
前記成形工程の後、前記塊状成形物に、前記有害廃棄物が流出しないように表面処理を行
う表面処理工程を有する請求項１又は２に記載の廃棄物処理方法。
【請求項４】
前記混錬工程において、前記有害廃棄物を難溶化させる無機系粉粒状物を混合させる請求
項１～３のいずれかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項５】
前記成型工程は、塊状成型物の質量、体積もしくは形状のうち少なくとも一つを異なるよ
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うに設定したものである請求項１～４のいずれかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項６】
前記有害廃棄物は、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含
むものである請求項１～５の何れかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項７】
前記有害廃棄物は、金属成分を含有する廃棄物であり、前記溶融炉の燃料として使用する
工程は、前記金属成分を回収する工程を含むことを特徴とする請求項１～６のいずれかに
記載の廃棄物処理方法。
【請求項８】
前記プラスチック廃棄物は、塩化ビニールを含まない請求項１～７の何れかに記載の廃棄
物処理方法。
【請求項９】
前記請求項１～８の廃棄物処理方法の何れかに用いられるシステムであって、
プラスチック廃棄物を、前記プラスチック廃棄物を粉砕する粉砕機から、前記プラスチッ
ク廃棄物を保温状態で貯蔵する第一保温サイロまで、加熱空気で空気輸送するとともに、
有害廃棄物を、前記有害廃棄物を投入する灰投入ホッパーから、前記有害廃棄物を保温状
態で貯蔵する第二保温サイロまで、加熱空気で空気輸送する輸送手段と、前記第一保温サ
イロに貯蔵された前記プラスチック廃棄物と、前記第二保温サイロに貯蔵された前記有害
廃棄物とを混合し廃棄物混合物を形成する廃棄物混合手段と、前記廃棄物混合物を溶融さ
せ、混練を行ない、溶融混練物を形成する溶融混練手段と、前記溶融混練物を押出用ダイ
から押出し、成型させて成型物を形成する押出成型手段と、前記成型物を冷却させ、塊状
成型物を得る冷却手段とを有する廃棄物処理システム。
【請求項１０】
前記第一保温サイロが、前記プラスチック廃棄物を貯蔵する第一缶体と、前記第一缶体の
外側面に巻回され、内部を蒸気が通流する第一蒸気パイプとを有するとともに、前記第二
保温サイロが、前記有害廃棄物を貯蔵する第二缶体と、前記第二缶体の外側面に巻回され
、内部を蒸気が通流する第二蒸気パイプとを有する請求項９記載の廃棄物処理システム。
【請求項１１】
前記溶融混練手段が、送りおよび余熱を行う供給部と溶融および混練を行なう溶融混練部
とを有する二軸押出機で、前記廃棄物混合物を溶融させ、シリンダー本体内に軸方向に相
互に回転可能に配設された二軸のスクリューで混練を行ない、溶融混練物を形成する溶融
混練手段である請求項９または請求項１０に記載の廃棄物処理システム。
【請求項１２】
前記プラスチック廃棄物が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＡＳ樹脂、
ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化
ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ＡＣＳ樹脂、ＡＳＡ樹脂、ＡＥＳ樹
脂の中から少なくとも一つを含む汎用プラスチックの廃棄物である請求項９～１１のいず
れかに記載の廃棄物処理システム。
【請求項１３】
前記溶融混練工程における溶融温度は１７０℃～１９０℃である請求項９～１２の何れか
に記載の廃棄物処理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般廃棄物、産業廃棄物などの多種多様の廃棄物を地球環境に影響を及ぼすこ
とを極小限に抑えつつ、極めて経済的、適切、安全に処理できる廃棄物の処理に関し、詳
しくは、廃棄物処理方法、その廃棄物処理方法で得られた塊状成型物および廃棄物処理シ
ステムに関する。
【０００２】
特に、焼却炉もしくは溶融炉などから排出される焼却灰、ばいじんなどの焼却廃棄物、汚
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泥、汚染土壌、スラッジなどの有害廃棄物を含む有害廃棄物を、一般家庭、工場などから
排出されるプラスチック廃棄物を用いて塊状成型物を得、これを貯留する無公害処理に関
するものである。
【０００３】
また、行政区域内で発生する焼却廃棄物などとプラスチック廃棄物とを用いて塊状成型物
を得、その塊状成型物を同一行政区域内の建設、土木工事事業における建設、土木工事資
材として使用することで、また、溶融炉用の燃料として使用することで、焼却廃棄物およ
びプラスチック廃棄物の双方を再利用する行政区域内自己完結型を強力に志向し推進する
ための廃棄物処理に関するものである。
【０００４】
また、金属成分を含有する廃棄物を、一般家庭や工場から排出されるプラスチック廃棄物
を溶融させたものの中に混入せしめて塊状成形物とし、大量にかつ長期間にわたって安全
に備蓄できるようにするとともに、備蓄した後、塊状成形物から含有される金属成分を分
離回収する方法に関するものである。
【０００５】
【従来の技術】
産業廃棄物もしくは一般廃棄物を焼却炉で焼却することで発生する焼却灰もしくはばいじ
んや溶融炉より発生するばいじんには、重金属やダイオキシンなどが含まれており、それ
らが自然環境中に飛散した場合にあってはとり返しのつかない環境汚染を引起こし長期に
わたり、人体に重大な悪影響を及ぼすものとして問題になる。
【０００６】
生活活動、事業活動に伴って排出される一般廃棄物、産業廃棄物などの廃棄物は多種多様
であって、焼却やリサイクルが困難な廃棄物、焼却後の残渣あるいは焼却に伴って発生す
る有害廃棄物、ヘドロなどは、任意に放置すれば環境汚染などを引き起こすため、国の基
準に基づき後述する安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場の何れかに半永久的に貯
留されている。
【０００７】
しかしながら、生活水準の向上、事業活動の活発化に伴い、排出される廃棄物の量は拡大
の一途を辿っており、既存の処分場の残余年数が少なくなっている。このため、新たに処
分場を建設する試みがなされているが、住民感情もあり、遅々として進まない状況にあり
、処分場の不足が懸念されている。
【０００８】
本発明は上記廃棄物を効果的に処理あるいは処分できる（総称して処理という）廃棄物の
処理方法を提供するものであり、上記処分場不足を技術的に解決する廃棄物の処理方法を
提供することを目的の１つとするものであるが、まず現在の廃棄物処理状況を次に説明す
る。
（１）廃棄物と処分場との関係について
図４は、廃棄物４０と処分場５２との関係を示す処理フローである。産業廃棄物もしくは
一般家庭用廃棄物からなる廃棄物４０は、その大半が焼却炉５３で焼却処理もしくは溶融
炉５４で溶融処理される。廃棄物４０は、焼却炉５３で焼却処理された結果ばいじん４４
および焼却灰４５を発生させることになる。また、廃棄物４０は溶融炉５４で溶融処理さ
れた結果ばいじん４４を発生させることになる。このうち特に重金属含有濃度の高いばい
じん４４は、図４に示すようなセメント固化処理法Ａ、薬剤処理法Ｂ、酸抽出処理法Ｃ、
溶融処理法Ｄ、エコセメント処理法Ｅなどの中間処理にて重金属の安定化、固定化処理が
成され、その後に処分場５２にて最終処理されるのである。なお、焼却灰４５についても
、重金属の含有濃度が高いものについてはセメント固化処理法Ａにて、重金属の安定化、
固定化を行って処分場５２に最終処分することが望ましい。
【０００９】
一方、廃棄物４０に含有されるプラスチック廃棄物４１は、図４に示されるように、所定
の形状に粉砕された後埋立処理５９されるか、もしくは、焼却炉５３で焼却処理されるか
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または溶融炉５４で溶融処理される。または、リサイクル処理６０される。特に、近年、
容器包装のリサイクルが進み、一般家庭などから排出されるプラスチック廃棄物の回収が
進み、プラスチック廃棄物の資源化・再利用化が比較的多く試みられている。
【００１０】
廃棄物４０はその種類に応じて上記各種中間処理をされた上、処分場５２に貯留される。
処分場５２は大別して安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場の何れかに分類される
。
【００１１】
安定型処分場はガラス、瀬戸物、鉄、プラスチックなど化学的に安定した限られた廃棄物
（５品目）しか貯留できず、その利用には限界がある。その中でも、プラスチック廃棄物
４１は所定の形状に粉砕した状態換言すればかさ張ったままの状態で廃棄されることが多
く、安定型処分場の残余年数が急速になくなりつつあり、当該廃棄物の減量が望まれてい
る。このため、プラスチック廃棄物４１については、焼却も行なわれているが、多量に含
まれている塩ビなどからダイオキシンが発生する恐れがあり、余り好ましくはなく徐々に
減少しており、またプラスチック廃棄物を圧縮または熱を加えて軟化し容量を小さくして
廃棄することも考えられるが、その分コスト的に高くなるため安定型処分場に廃棄する場
合には、コスト的に不利となり、あまり採用されていないのが現状である。
【００１２】
また、遮断型処分場は、有害廃棄物を含む廃棄物たとえばヘドロや燃え殻をそのままの状
態で貯留しても、有害廃棄物が処分場外へ全く出ないように極めて厳重な封鎖構造として
いるもので、限られた場所に少数存在するだけであって、利用するにはコストが高く、通
常の廃棄物には利用できない施設となっている。
【００１３】
管理型処分場は、有害廃棄物が溶出あるいは流出しにくいように中間処理した廃棄物を貯
留するものであって、焼却炉５３などで焼却された結果得られたばいじん４４、焼却灰４
５、および、熔融炉５４にて生じるばいじん４４などが、含有重金属の溶出を防止するセ
メント固化処理法Ａなどの上記中間処理をされた上で貯留される。廃棄物４０の大半はこ
の処理によって減容化が図られている。
【００１４】
このような管理型処分場は、万が一有害廃棄物が流出あるいは溶出しても、周辺に環境汚
染を起こさないように、貯留部分に遮水処理が施され、浸出水については、有害廃棄物を
回収浄化する排水設備が付設されているもので、大掛かりな工事と建設費を必要とする上
、住民感情を考慮して人里融れた場所に設置されているものである。しかも、後述するよ
うに貯留廃棄物から多量に溶出するカルシウム塩による排水設備のスケール化に対するメ
ンテナンス費用、多種にわたる貯留廃棄物から経年変化後溶出する多種多様の有害廃棄物
、ＢＯＤ源、ＣＯＤ源の無害化、除去のために使用する多量の薬剤費用、設備費用、稼働
費用などが高額となるので、維持管理費が極めて高くつくものである。
【００１５】
このように、廃棄物４０は現在既存の処分場５２に貯留されているが、大量に発生する廃
棄物４０に対して、これら処分場５２の不足が懸念されている。従って、新たな処分場を
設けることが検討されているが、環境汚染を懸念する住民感情から、新設は極めて困難で
ある。これは貯留物が様々な形態（粉、粒、瓦礫、汚泥形状など）で貯留されるので、環
境汚染を引き起こす有害廃棄物だとの印象や飛散による汚染の恐れを与えるのもやむえな
い。
【００１６】
一方、上述したように、焼却灰もしくはばいじんの最終処分場の新設が進まない現状と相
俟って、ある地域内で発生する焼却灰、ばいじんを別地域にて処理される場合がある。た
とえば、首都圏の焼却灰、ばいじんが南九州まで運ばれて処分されたり、埼玉県の焼却灰
が福井県で処分されたりしている。多量の焼却灰、ばいじんをある地域から別地まで輸送
するには多量の輸送エネルギーおよび人的資源を投入する必要性があり、しかも、焼却灰
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、ばいじんのような基本的に付加価値のないものに多量のエネルギーを消費することは解
決すべき重要な問題である。
【００１７】
従って、廃棄物の総量を減らすべく、ごみ自体を出さない生活の工夫や容器リサイクル法
によるリサイクルの推進などが国単位、自治体単位で推進され、特にプラスチック廃棄物
については、リサイクルの技術開発が積極的に行われているが、その技術が確立したとは
言えず、廃棄物処分の切り札とはなっていない。
【００１８】
たとえば、プラスチック廃棄物４１を粉砕し、溶融させ、成型して再生品の用途を検討し
ているが、実用上品質、強度などの面で不足しており、殆ど実用化されていない。
【００１９】
たとえば、プラスチック処理促進協会では、実験プラントを建設し、一般廃棄物として排
出されるプラスチック廃棄物の再生が試みられた。このプラスチック廃棄物の再生は、プ
ラスチック廃棄物を分別し、分別したプラスチック廃棄物を粉砕し、溶融させ、成型させ
る３工程からなるものであり、分別収集したプラスチック廃棄物を砂利状の小塊として処
理するとともに、棒などの再生品を試作し、再生品の用途を検討するものであった。
【００２０】
しかし、再生品はその内部構造が発泡質構造となり多孔質であるため、比較的比重の小さ
いものとなり、圧縮強度も小さく、さらに水に浮くので、地表面に出ない埋め立て以外に
は使用できなかった。また、型込成型を行なったとしても、溶融時のゲル化が不十分で金
型への押込圧が低いことなどから、成型物内部に空隙を生じ、成型物の強度は不十分なも
のであった。
【００２１】
このように、処分場５２の不足に対して、現状においては廃棄物そのものの減量、あるい
は廃棄物のリサイクル、処分場の新設を推進することにより対応しようとしているが、何
れも行き詰まりの状況にある。
【００２２】
つまり、これまで、処分場は廃棄物を廃棄する場所あるいは設備との観点からしか見られ
ておらず、多種多様の廃棄物を単に投入し続けているだけで、処分場を有効に使うべく、
廃棄物の貯留に技術的工夫を施すという考えが全くなかったのである。
【００２３】
従って、既存の処分場をできるだけ有効に活用できる新親な廃棄物の処分方法が望まれて
いる。
（２）中間処理方法の安全性について
図４において、廃棄物４０はその大半が焼却炉５３で焼却処理され、その結果、重金属や
ダイオキシンを含むばいじん４４及び焼却灰４５が生じ、個数の少ない溶融炉５４で溶融
処理によりばいじん５４が生じる。このばいじん４４は、含有される重金属を安定化・固
定化するために、セメント固化処理法Ａ、薬剤処理法Ｂ、酸抽出処理法Ｃ、溶融処理法Ｄ
、エコセメント処理法Ｅなどの手法にて中間処理が行われている。なお、焼却灰４５につ
いても、有害廃棄物が所定の基準値以上の場合は、セメント固化により、有害廃棄物を固
定化することが望ましい。
【００２４】
しかしながら、上述したセメント固化処理法Ａは、焼却灰４５もしくはばいじん４４をセ
メント中に混合して固化することで固化物を得る処理方法であるが、この手法で得られた
固化物は雨水などに長期にわたって晒された場合はひび割れが発生し、内部に封入したば
いじんなどの焼却廃棄物が一定期間経過後環境中に一気に流出する危険性がある。さらに
、セメント固化処理法Ａは、高濃度の重金属を含むばいじんの処理には不十分であるか不
可能である。
【００２５】
また、上述した薬剤処理法Ｂは、有機キレート剤や無機系粉体などの薬剤を使用して、焼



(6) JP 4840737 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

却廃棄物中に含有される重金属類を安定化させる薬剤処理法があるが、この薬剤処理法Ｂ
は、ばいじん中のダイオキシン、カルシウム塩などの溶出抑制には不向きである。また、
有機キレート剤は、酸性雨、土壌菌、紫外線劣化を起こす可能性があり、結果として環境
汚染の原因になる場合がある。
【００２６】
また、酸抽出処理法Ｃには、設備ランニングコストが比較的高価になる傾向にあるととも
に、作業安全性に問題があり、その結果、酸抽出処理法Ｃを現実に採用している処理場は
全国で２～３ヶ所しかない。したがって、酸抽出処理法Ｃは現実的な実用性に問題がある
。
【００２７】
また、溶融処理法Ｄには、イニシャアルコストおよびランニングコストがともに比較的高
価になる傾向があるため、全国的な導入に数十年の長期間を要するので、現実的な実用性
に問題がある。
【００２８】
また、エコセメント処理法Ｅは、ばいじんなどをセメント材料として使用する処理法であ
るが、エコセメント処理法で得られたセメントには塩素化合物が含有されており、使用用
途が限定されるという問題がある。
【００２９】
さらに、上述した固化処理法Ａ、薬剤処理法Ｂ、酸抽出処理法Ｃは、特にダイオキシンや
カルシウム化合物を安定化させる効果が不十分であるばかりでなく、処理された焼却廃棄
物は最終処分場に埋め立てる必要があるため、前述の最終処分場の不足や浸出水処理上の
問題は深刻で、焼却廃棄物の行き場がなくなるという事態を招くことになる可能性がある
。
【００３０】
また、上述した固化処理法Ａ、薬剤処理法Ｂ、酸抽出処理法Ｃは、重金属の溶出を抑制す
ることに主眼を置いたものであり、最近のように厳しいダイオキシン規制のもとでは、そ
の安定化、固定化、場合によっては無害化処理が十分とは言えないものであった。さらに
、溶融処理法Ｄ、エコセメント処理法Ｅは、ダイオキシンの分解、無害化に効果があり、
有効利用される場合があるものの、設備やランニングコストが非常に高く、全国的な普及
には時間がかかるため、即効性がない。
【００３１】
それ故、これまで以上に安価に処理できかつダイオキシンの流出を効果的に防ぐ中間処理
方法が求められていた。
【００３２】
一方、これまで重金属や重金属酸化物などの金属成分を含有する焼却灰もしくはばいじん
は、金属成分が環境中に漏洩し自然環境中に害をなす場合も考えられることから、金属成
分の溶出を防止するために、上述したセメント固化法や薬剤処理法によって中間処理をし
た上、他の廃棄物とともに最終処理場に埋め立てされていた。しかしながら、これら焼却
灰、ばいじん中に含有される金属成分には比較的貴重な金属成分も含まれている場合があ
る。したがって、それらをそのまま廃棄することは資源枯渇の観点から問題であるため、
焼却灰、ばいじん中から含有される金属成分を回収することが提案されているものの、現
状ではリサイクルコストがかかり過ぎ、効率的なリサイクルの実現性が困難であるという
問題を有する。
（３）処分場の維持管理について
安定型処分場は、本来有害廃棄物を溶出しないので、維持管理費は少なくて済むが、管理
型処分場、遮断型処分場は有害廃棄物溶出の可能性があるため、処分場から排出される水
（以下、浸出水という。）中の有害廃棄物の回収を行う排水設備が設けられている。
【００３３】
このような管理型処分場は、既に述べたように周辺に環境汚染を起こさないように、貯留
部分に遮水処理が施され、浸出水については、有害廃棄物を回収浄化する設備が付設され
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ているもので、大掛かりな工事と建設費を必要とする上、住民感情を考慮して人里離れた
場所に設置されているものである。しかも、貯留廃棄物から大量に溶出するカルシウム塩
による設備のスケール化に対するメンテナンス費用、多種にわたる貯留廃薬物から経年変
化後溶出する多種多銭の有害廃棄物、ＢＯＤ源、ＣＯＤ源の無害化、除去のために使用す
る多量の薬剤費用、設備費用、稼働費用などが高額となるので、維持管理費が極めて高く
つくものである。
【００３４】
たとえば、全国の都市ゴミ焼却炉、溶融炉より発生するばいじんは年間概ね１５０万トン
にも達し、その内約３０万トンが排気ガス中の塩化水素除去のために使用された未反応消
石灰もしくはその他のカルシウム化合物である。焼却廃棄物中に多量に含有されるカルシ
ウム化合物は、その後の中間処理においても消滅せず、管理型処分場に貯留された後、浸
出水中に大量に流出する。従って、これらカルシウム化合物が、上記排水、浄化設備のパ
イプやポンプ類に悪影響を及ぼすので、これらを除去するための費用が莫大であった（た
とえば、１５０万ｍ3の廃棄物が貯留されている処分場では、１０億円／年間と言われて
いる。）。
【００３５】
従って、処分場の維持管理費を安価にする廃棄物の貯留方法が望まれており、延いては、
維持管理費の安価な処分場更には建設コストの安い処分場が望まれている。
（４）焼却炉と溶融炉の設置状況
溶融炉５４はばいじん４４を生じるが、大部分は溶融スラグ化される。この溶融スラグは
、ガラス化しており、有害廃棄物の溶出は全くないものとなっている。従って、溶融炉に
よる溶融処理を行えば良いが、溶融炉は設置個数が極めて少なく、建設費が非常に高いた
め必要個数の設置までに１０～２０年かかると言われている。これには、住民感情も含ま
れているが、必要個数を設置するまでの間に生じる廃棄物４０の処分をどのようにするか
は、重大な問題である。
【００３６】
従って、必要な溶融炉が建設されるまでに現存する多数の焼却炉から発生するばいじん、
焼却灰などを環境汚染を生じさせることなく、貯留できる技術が望まれている。
（５）リサイクルについて
上記のような状況にあって、処分場５２に対する効率的な貯留方法を行っても、あるいは
中間処理の安全性を高めても、処分場を新たに設置するにしても、限度があるのであるか
ら、廃棄物をリサイクルして再利用できるようにしなければ、廃棄物問題は解決するもの
ではない。
【００３７】
それ故、プラスチック廃棄物及び管理型処分場に貯留される貯留物たとえばばいじんをリ
サイクルできる技術開発が望まれている。
【００３８】
プラスチック廃棄物を用いてばいじんをリサイクルすることはこれまでにも、提案されて
いるが、実際に実施できる技術はない。
【００３９】
したがって、有害廃棄物を溶出することがないリサイクル技術が望まれている。
【００４０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述の問題を解決するためのものであり、焼却炉、溶融炉などから排出される
焼却灰、ばいじんなど、および、一般家庭、工場などから排出されるプラスチック廃棄物
の双方を、環境内に流出しないように的確に処理するとともに、それら焼却灰、ばいじん
など、および、プラスチック廃棄物を有効に利用できる廃棄物処理方法および廃棄物処理
システムを提供することにある。
【００４１】
【課題を解決するための手段】
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本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１に記載のように、有害廃棄物と、溶融したプラ
スチック廃棄物とを混練する混錬工程と、冷却固化することにより塊状成型物とする成形
工程と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯留工程と、を有する廃棄物処理方法である
。
【００４２】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項２に記載のように、請求項１記載の発明に
おいて、前記成形工程は、徐冷しながら平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより塊状成形
物とする廃棄物処理方法である。
【００４３】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項３に記載のように、請求項２記載の発明に
おいて、前記成形工程の後、前記塊状成形物に、前記有害廃棄物が流出しないように表面
処理を行う表面処理工程を有する廃棄物処理方法である。
【００４４】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項４に記載のように、請求項１～３のいずれ
かに記載の発明において、前記混錬工程において、前記有害廃棄物を難溶化させる無機系
粉粒状物を混合させる廃棄物処理方法である。
【００４５】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項５に記載のように、請求項１～４のいずれ
かに記載の発明において、前記混錬工程において、オイル成分を混合させる廃棄物処理方
法である。
【００４６】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項６に記載のように、請求項１～５のいずれ
かに記載の発明において、前記貯留場は処分場である廃棄物処理方法である。
【００４７】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項７に記載のように、請求項１～６のいずれ
かに記載の発明において、前記有害廃棄物は、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌
のうち少なくとも一つを含むものである廃棄物処理方法である。
【００４８】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項８に記載のように、請求項１～６のいずれ
かに記載の発明において、前記有害廃棄物は、ばいじんもしくは焼却灰のうち少なくとも
一つを含むものである廃棄物処理方法である。
【００４９】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項９に記載のように、プラスチック廃棄物と
、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物とを
混合し廃棄物混合物を形成する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を
行ない、溶融混練物を形成する溶融混練工程と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し
、成型させて成型物を形成する押出成型工程と、前記成型物を冷却させ、塊状成型物を得
る冷却工程と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯留工程とを有する廃棄物処理方法で
ある。
【００５０】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１０に記載のように、プラスチック廃棄物
を、前記プラスチック廃棄物を粉砕する粉砕機から、前記プラスチック廃棄物を保温状態
で貯蔵する第一保温サイロまで、加熱空気で空気輸送するとともに、焼却灰、ばいじん、
汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物を、前記有害廃棄物を投入
する灰投入ホッパーから、前記有害廃棄物を保温状態で貯蔵する第二保温サイロまで、加
熱空気で空気輸送する輸送工程と、前記第一保温サイロに貯蔵された前記プラスチック廃
棄物と、前記第二保温サイロに貯蔵された前記有害廃棄物とを混合し廃棄物混合物を形成
する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶融混練物を形成
する溶融混練工程と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させて成型物を形成
する押出成型工程と、前記成型物を冷却させ、塊状成型物を得る冷却工程と、前記塊状成
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型物を貯留場に貯留する貯留工程とを有する廃棄物処理方法である。
【００５１】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１１に記載のように、有害廃棄物と、溶融
したプラスチック廃棄物とを混練し、冷却固化することにより塊状成型物とし、前記塊状
成型物を溶融炉の燃料として使用する廃棄物処理方法である。
【００５２】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１２に記載のように、請求項１～１０のい
ずれかに記載の発明において、前記塊状成型物を貯留場に貯留した後、前記塊状成型物を
溶融炉の燃料として使用する廃棄物処理方法である。
【００５３】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１３に記載のように、請求項９または１０
記載の発明において、前記溶融混練工程は、送りおよび余熱を行う供給部と溶融および混
練を行なう溶融混練部とを有する二軸押出機で、前記廃棄物混合物を溶融させ、シリンダ
ー本体内に軸方向に相互に回転可能に配設された二軸のスクリューで混練を行ない、溶融
混練物を形成する溶融混練工程である廃棄物処理方法である。
【００５４】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１４に記載のように、請求項１～１３のい
ずれかに記載の発明において、前記プラスチック廃棄物が、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、ポリスチレン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ＡＣ
Ｓ樹脂、ＡＳＡ樹脂、ＡＥＳ樹脂の中から少なくとも一つを含む汎用プラスチックの廃棄
物である廃棄物処理方法である。
【００５５】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１５に記載のように、請求項１～１３のい
ずれかに記載の発明において、前記プラスチック廃棄物は、塩化ビニール廃棄物と塩化ビ
ニールを含まないプラスチック廃棄物とを分別したプラスチック廃棄物である廃棄物処理
方法である。
【００５６】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１６に記載のように、請求項１～１５のい
ずれかに記載の発明において、前記プラスチック廃棄物と前記有害廃棄物との混合が、重
量比で１：０．２５～１：４である廃棄物処理方法である。
【００５７】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１７に記載のように、請求項１～１０、ま
たは、１２～１６のいずれかに記載の発明において、前記貯留場は、前記塊状成型物のみ
を貯留する廃棄物処理方法である。
【００５８】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項１８に記載のように、請求項１～１７のい
ずれかに記載の発明において、前記塊状成型物は、質量、体積もしくは形状のうち少なく
とも一つにおいて異なるものである廃棄物処理方法である。
【００５９】
また、本発明に係る塊状成型物は、請求項１９に記載のように、プラスチック廃棄物と、
焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物とを混
合し、溶融混練を行ない、押出用ダイから押出し、成型させた後冷却させることで得られ
る塊状成型物である。
【００６０】
また、本発明に係る塊状成型物は、請求項２０に記載のように、請求項１９に記載の発明
において、前記塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下である塊状成型物である。
【００６１】
また、本発明に係る塊状成型物は、請求項２１に記載のように、請求項１９または２０に
記載の発明において、前記塊状成型物の表面に、前記有害廃棄物が流出しないように表面
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処理がなされている塊状成型物である。
【００６２】
また、本発明に係る塊状成型物は、請求項２２に記載のように、請求項１９～２１のいず
れかに記載の発明において、前記塊状成型物中に、前記有害廃棄物を難溶化させる無機系
粉粒状物を含有する塊状成型物である。
【００６３】
また、本発明に係る塊状成型物は、請求項２３に記載のように、請求項１９～２２のいず
れかに記載の発明において、前記塊状成型物中に、オイル成分を含有する塊状成型物であ
る。
【００６４】
また、本発明に係る塊状成型物は、請求項２４に記載のように、請求項１９～２２のいず
れかに記載の発明において、前記プラスチック廃棄物と前記有害廃棄物との混合が、重量
比で１：０．２５～１：４である塊状成型物である。
【００６５】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項２５に記載のように、プラスチック廃
棄物と、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄
物とを混合し廃棄物混合物を形成する廃棄物混合手段と、前記廃棄物混合物を溶融させ、
混練を行ない、溶融混練物を形成する溶融混練手段と、前記溶融混練物を押出用ダイから
押出し、成型させて成型物を形成する押出成型手段と、前記成型物を冷却させ、塊状成型
物を得る冷却手段とを有する廃棄物処理システムである。
【００６６】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項２６に記載のように、プラスチック廃
棄物を、前記プラスチック廃棄物を粉砕する粉砕機から、前記プラスチック廃棄物を保温
状態で貯蔵する第一保温サイロまで、加熱空気で空気輸送するとともに、焼却灰、ばいじ
ん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物を、前記有害廃棄物を
投入する灰投入ホッパーから、前記有害廃棄物を保温状態で貯蔵する第二保温サイロまで
、加熱空気で空気輸送する輸送手段と、前記第一保温サイロに貯蔵された前記プラスチッ
ク廃棄物と、前記第二保温サイロに貯蔵された前記有害廃棄物とを混合し廃棄物混合物を
形成する廃棄物混合手段と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶融混練物を
形成する溶融混練手段と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させて成型物を
形成する押出成型手段と、前記成型物を冷却させ、塊状成型物を得る冷却手段とを有する
廃棄物処理システムである。
【００６７】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項２７に記載のように、請求項２６に記
載の発明において、前記第一保温サイロが、前記プラスチック廃棄物を貯蔵する第一缶体
と、前記第一缶体の外側面に巻回され、内部を蒸気が通流する第一蒸気パイプとを有する
とともに、前記第二保温サイロが、前記有害廃棄物を貯蔵する第二缶体と、前記第二缶体
の外側面に巻回され、内部を蒸気が通流する第二蒸気パイプとを有する廃棄物処理システ
ムである。
【００６８】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項２８に記載のように、請求項２５～２
７のいずれかに記載の発明において、前記溶融混練手段が、送りおよび余熱を行う供給部
と溶融および混練を行なう溶融混練部とを有する二軸押出機で、前記廃棄物混合物を溶融
させ、シリンダー本体内に軸方向に相互に回転可能に配設された二軸のスクリューで混練
を行ない、溶融混練物を形成する溶融混練手段である廃棄物処理システムである。
【００６９】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項２９に記載のように、請求項２５～２
８のいずれかに記載の発明において、前記プラスチック廃棄物が、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリスチレン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー
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、ＡＣＳ樹脂、ＡＳＡ樹脂、ＡＥＳ樹脂の中から少なくとも一つを含む汎用プラスチック
の廃棄物である廃棄物処理システムである。
【００７０】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項３０に記載のように、請求項２５～２
９のいずれかに記載の発明において、前記廃棄物混合手段において、前記プラスチック廃
棄物と前記有害廃棄物との混合が、重量比で１：０．２５～１：４である廃棄物処理シス
テムである。
【００７１】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、請求項３１に記載のように、請求項２５～３
０のいずれかに記載の発明において、前記塊状成型物を得た後、前記塊状成型物を貯留場
に貯留する貯留手段を有する廃棄物処理システムである。
【００７２】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項３２に記載のように、行政区域内で発生す
る、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物と
、前記行政区域内で発生するプラスチック廃棄物とを混合し、廃棄物混合物を形成する廃
棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶融混練物を形成する溶
融混練工程と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させて成型物を形成する押
出成型工程と、前記成型物を冷却させ、塊状成型物を得る冷却工程と、前記塊状成型物を
前記行政区域内の貯留場で貯留する貯留工程とを有する廃棄物処理方法である。
【００７３】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項３３に記載のように、請求項３２に記載の
発明において、前記プラスチック廃棄物が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレ
ン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ＡＣＳ樹脂、ＡＳＡ
樹脂、ＡＥＳ樹脂の中から少なくとも一つを含む汎用プラスチックの廃棄物である廃棄物
処理方法である。
【００７４】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、請求項３４に記載のように、金属成分を含有する
廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練し、冷却固化することにより塊状成型物
とし、前記塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物から金属成分を回収する廃棄物処理
方法である。
【００７５】
【発明の実施の形態】
本発明に係る廃棄物処理方法は、有害廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練す
る混錬工程と、冷却固化することにより塊状成型物とする成形工程と、前記塊状成型物を
貯留場に貯留する貯留工程と、を有する。溶融したプラスチック廃棄物を用いるからプラ
スチック廃棄物の減容化を図ることができ、さらに、溶融したプラスチック廃棄物と有害
廃棄物とを混練してそれを冷却固化することにより塊状成型物とするから、有害廃棄物の
飛散、流出、溶出を的確に防止しつつ、その塊状成型物を貯留場に貯留できる。したがっ
て、有害廃棄物およびプラスチック廃棄物の双方を環境汚染を防止しつつ処理できるので
ある。
【００７６】
前記成形工程は、徐冷しながら平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより塊状成形物とする
ことが好適である。塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の
かさ比重を小さくすることができ、塊状成型物のかさ比重を小さくすることができるから
、塊状成型物を保管する際に、充填率を向上させることができるのである。また、塊状成
型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の混錬と分散を向上させるこ
とができる。すなわち、有害廃棄物とプラスチック廃棄物との混錬と分散とを向上させる
ことができる。また、塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物
の取扱性、輸送性および作業性を向上させることができる。さらに、塊状成型物の平均粒
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径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の落下強度を向上させることができる。ま
た、塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の破断面がでない
よう加工することが容易となる。さらに、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下とした場合
にあっては、塊状成型物を溶融炉に投入する際、溶融炉の横側投入口より空気圧送で瞬時
かつ連続的に塊状成型物を投入することができるのである。そのため、溶融炉内が高温の
ため、塊状成型物が溶けることによる送りパイプ中でのブリッジ現象を防止することがで
きるのである。また、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下とした場合にあっては、塊状成
型物を溶融炉に投入すると、溶融炉内下部で瞬時にガス化させやすくなる。すなわち、塊
状成型物の比表面積が大きいので、塊状成型物は溶融炉内で瞬時にガス化し、瞬間的に強
力な熱エネルギーを放出することになるので、溶融効率を向上させることができるのであ
る。なお、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下であるということは、ＪＩＳ規格で定めら
れた５ｍｍメッシュで作られた篩を通過するということである。
【００７７】
前記成形工程において、徐冷しながら平均粒径を３ｍｍ以上５ｍｍ以下とすることがより
好適である。塊状成型物の平均粒径を３ｍｍより小さくした場合にあっては、塊状成型物
の生産効率が下がる場合があり、また、塊状成型物の取扱性も低下する場合があるからで
ある。さらには、塊状成型物の平均粒径が３ｍｍ以下となった場合、塊状成型物同志が擦
ることにより、塊状成型物の表面が摩耗し、表面に傷がつき、有害廃棄物が環境中に流出
する可能性があるからである。
【００７８】
前記成形工程においては、徐冷しながら塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることが
必要である。徐冷することにより、平均粒径を５ｍｍ以下とした場合においても、有害廃
棄物を強固に塊状成型物内に封印することが可能だからである。
【００７９】
塊状成型物を冷却する方法としては、水を噴霧しながら塊状成型物をカットする方法があ
るが、水を噴霧した場合は急冷となる可能性がある。そこで、プラスチック樹脂が固化し
ない程度に加熱されたオイル類を噴霧しながら塊状成型物をカットする方法を採用するこ
とが好適である。噴霧するオイル類の温度は、１００～１５０℃であることが好適である
。１００～１５０℃の温度範囲でオイル類を噴霧することにより、有害廃棄物にポリプロ
ピレン、ポリエチレン、ポリスチレンなどが含有されていたとしても、これらの軟化点が
１２０～１３０℃なのでプラスチック樹脂の冷却・固化を防止することができるのである
。また、これにより、塊状成型物を徐冷しながら、しかもカットの際に、カッターに塊状
成型物がまとわりつくことを防止することができるのである。
【００８０】
ここで、徐冷とは、１秒あたり１．５～２．５℃にて塊状成型物の温度を下げることをい
う。なお、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下の場合、塊状成型物はペレット状の形状を
有することから、塊状成型物を粒状成形物というように表現することも可能である。
【００８１】
塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ以下とするカット方式は、空冷ストランド方式、アンダー
ウォーターカット方式、ホットカット方式、ミストカット方式など通常のカット方式によ
ることが可能である。
【００８２】
前記成形工程の後、前記塊状成形物に、前記有害廃棄物が流出しないように表面処理を行
う表面処理工程を有することが好適である。表面処理工程としては、硫酸アルミニウム水
溶液を用いて塊状成型物の表面を処理することができる。すなわち、塊状成型物を硫酸ア
ルミニウム水溶液中に浸漬させることにより、塊状成型物の表面にたとえ有害廃棄物が付
着していたとしても、その有害廃棄物を不溶性化合物に化学変化させることができるので
ある。たとえば、水酸化カルシウムを大量に含有する強アルカリ性のばいじんを有害廃棄
物として含有する場合、ｐＨが下がることにより重金属類の溶出抑制効果が得られるとと
もに、コロイド状の水酸化アルミニウムおよび硫酸カルシウムが生成されることにより有
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害廃棄物を物理的に吸着することができるのである。なお、これらコロイド状物質は水中
で放置すれば沈殿するが、凝集剤やフィルタープレスなどを用いることにより水と分離す
ることができる。水と分離した場合にあっては、その後自然乾燥するもしくはセメント固
化することにより、最終処分場に持ち込むことができるので極めて安全に処理を行うこと
が可能である。
【００８３】
塊状成型物に水酸化カルシウムが含有されている場合、下記の化学式により、塊状成型物
表面に、不溶性の硫酸カルシウムと水酸化アルミニウムの被膜ができるのである。
【００８４】
３Ｃａ（ＯＨ）2＋Ａｌ2（ＳＯ4）3　→　３ＣａＳＯ4＋２Ａｌ（ＯＨ）3

表面処理工程として、塊状成型物を再加熱することが可能である。塊状成型物の成形工程
に加熱押出成型機を使用した場合、混錬条件やカッティング条件ならびに冷却方法などに
より塊状成型物表面に破断面が形成される場合や、塊状成型物に亀裂が生じる場合や、有
害廃棄物を覆うプラスチック樹脂の被膜が不完全になる場合などがある。このような塊状
成型物が屋外で雨水などにされされると塊状成型物の内部より有害廃棄物が所定基準以上
に環境中に流出する可能性がある。そこで、表面処理工程として塊状成型物を再加熱する
ことにより、プラスチック樹脂を再度溶解させ、有害廃棄物を完全に溶融したプラスチッ
ク樹脂により覆うのである。なお、再加熱は塊状成型物を１８０～２００℃にて４～５分
間加熱することが好適である。
【００８５】
塊状成型物の再加熱は、塊状成型物を加熱されたオイルに浸漬させる手法、塊状成型物に
遠赤外線を照射する手法などを用いることが好適である。このような手法を採用すること
により、塊状成型物の全体に熱をかけることが可能となるのである。なお、再加熱の際に
は、再加熱中に、塊状成型物が互いにひっつかないようにすることが望ましい。そのため
に、再加熱中は、攪拌装置や振動ふるい装置などを使用することが好適である。
【００８６】
前記混錬工程において、前記有害廃棄物を難溶化させる無機系粉粒状物を混合させること
が好適である。ばいじんなどに含有される有害廃棄物は、無機系の鉛、カドミウム、水銀
、セレン、六価クロム、砒素、シアンなどであるが、これらを物理的に吸着し、または固
化し、不溶化する無機系粉粒状物を混合させておくことにより、有害廃棄物を塊状成型物
内に固定化できるのである。前記無機系粉粒状物は、セメント類、シリカ、アルミナ、マ
グネシウム、カルシウム、鉄などを含有する無機系粉粒体である。また、前記無機系粉粒
状物は、３００℃程度の温度でも分解せず、溶解せず、かつ、腐食しないものが好ましい
。たとえば、セメント類は、ＣａＯ、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3を含有し、混錬水を
溶媒とすることにより、水和反応を起こし固化する。その固化の過程においてばいじんを
包み込むのである。また、シリカを主体とする微粉末は、ＳｉＯ2を主成分とする多孔質
結晶のものを使用するが、このような多孔質体が鉛などの重金属類を強固に吸着するので
ある。なお、前記混錬工程において、無機系粉粒状物を混合させる場合は、前記有害廃棄
物に対して、５～３０質量％で含有させることが好ましく、より好ましくは５～２０質量
％の割合で含有させることが好適である。
【００８７】
前記混錬工程において、オイル成分を混合させることが好適である。有害廃棄物と溶融し
たプラスチック廃棄物とオイル成分とを混合させることにより、塊状成型物の撥水性を向
上させることができる。塊状成型物の撥水性を向上させることができるから、たとえ塊状
成型物に雨水などがあたり、ＰＥＴ樹脂のように吸水性を有するものであっても、有害廃
棄物が水に溶けて環境中に流出することはないのである。オイル成分としては、撥水性と
耐熱性とを有するものが好適であり、具体的にはシリコンオイルなどを使用することが可
能である。シリコンオイルは、信越化学（株）のＫＦ９６．９９などを使用することがで
きる。シリコンオイルは、水で希釈した３～５質量％程度の希釈液として使用することが
好適である。
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【００８８】
塊状成型物を還元溶融炉に投入することにより、ばいじんの溶融を重油の燃焼熱とともに
塊状成型物に含有されているプラスチック廃棄物の燃焼熱を利用して行うことが可能であ
る。また、塊状成型物を還元溶融炉に投入し、還元溶融炉において塊状成型物中のプラス
チック廃棄物を還元用の炭素源として利用して、ばいじん中に含まれている酸化亜鉛や酸
化鉛を還元し、金属亜鉛、金属鉛として蒸発させ、それを集塵機で捕集することが可能で
ある。塊状成型物を還元溶融炉に投入する場合においては、有害廃棄物とプラスチック廃
棄物との比率が質量比で１：０．０５～１：０．５であることが好適である。
【００８９】
金属成分を含有する有害廃棄物として、亜鉛を含有する電気炉から廃棄される鉄鋼ダスト
を例にとると、乾式方法であるウェルツ方式では、２０％前後の酸化亜鉛を含有する鉄鋼
ダストから亜鉛を濃縮回収するにはつぎのような方法が取られている。すなわち、鉄鋼ダ
ストにコークスと石灰石とを混合させて還元キルンに投入し、重油バーナーによって１２
００～１３００℃に加熱すると、ダストは溶融してスラグ化するが、亜鉛は蒸発して燃焼
ガスに伴われて上昇し、この際に亜鉛は酸化されて酸化亜鉛となり、付随してくる他の成
分とともに粗酸化亜鉛として集塵機で捕集される。粗酸化亜鉛のダストは水洗によって塩
分その他の不純物を除かれた後、加熱・乾燥キルンで水分を除いてペレット化される。こ
れらの工程において発生する費用の大半はエネルギー費用、還元材としてのコークス代、
流動性確保のための石灰石代であるが、ダスト中の亜鉛の含有率が低い場合は、亜鉛の回
収量に対して過大な費用がかかることから経済的に不利な結果となる。ばいじん中には０
．５～１０％程度の亜鉛や鉛が含有しているが、これらを回収するには従来の方法では採
算がとれないために回収は行われず、ばいじんは高い費用をかけて重金属の無害化処理を
行った上、最終処分場に廃棄されていた。
【００９０】
しかしながら近年、環境関連の規制強化のために、最終処分場の新設が進まず残余能力が
切迫してきていることから、ばいじんを埋め立てせずに有効利用するための方法が求めら
れるようになってきている。
【００９１】
そこで、ばいじんと熔融したプラスチック廃棄物とを混錬し、冷却固化することにより成
形物とし、これを還元熔融炉に投入し、ばいじんの熔融に重油の燃焼熱およびプラスチッ
ク廃棄物の燃焼熱を利用するとともに、プラスチック中の炭素を還元材として利用するこ
とにより、ばいじん中に含まれる酸化亜鉛や酸化鉛を還元して金属亜鉛や金属鉛として蒸
発させ、それを集塵機で捕集する。この手法により、ばいじん中の亜鉛や鉛は５～１０倍
濃縮できるため、含有率の低いばいじんからの亜鉛や鉛の経済的な回収が可能となる。こ
れにより、塊状成型物を大量かつ長期間にわたり安全に備蓄した後、塊状成形物に含有さ
れる成分を採算のとれるコストで分離回収できる。
【００９２】
また、還元濃縮炉で発生する高濃度亜鉛ダストも含め、粉体のばいじんが塊状化ならびに
減容化されるため、取扱いが容易になり、製錬所までの輸送コストが削減でき、しかも貯
蔵もしやすくすることが可能である。 また、プラスチック廃棄物が還元溶融炉において
還元に必要な炭素源となるのでコークスが節約できる。また、ばいじん中の塩類濃度につ
いても現在受け入れ中の鉄鋼ダストと混合して希釈することができる。さらに、プラスチ
ック廃棄物を燃料とするので、加熱のための重油が節減できる。たとえば、灯油の場合１
トンの灰を溶融するのに重油が３００リットル必要だが、プラスチック廃棄物を０．５ト
ン使用した場合、灯油は８リットルですむという環境プラントメーカーの試算もある。ま
た、成形物を別途設けた加熱炉によって熱分解して分解油をとり、これを燃料として使用
すれば重油はいらなくなるということになる。そして、ばいじん中にはＣａＯが多く含ま
れているので、石灰石の投入を少なくするできる。なお、炉壁などに発生する塊状溶融物
の発生を抑制するためシリカを石灰石と同時に投入するが、これもばいじん中に含有され
るシリカである程度代用することも可能となるのである。さらに、残渣は熔融スラグとし
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て利用できるので、最終処分場に廃棄するものはなくなる。このように、上述の手法を採
用した場合の経済効果は大きく、これによって金属含有率の低いばいじんからであっても
、金属の回収の費用が補填できるため、ばいじんからの金属回収は採算がとれることとな
る。
【００９３】
前記貯留場は処分場とすることが可能である。溶融したプラスチック廃棄物と有害廃棄物
とを混練して冷却固化することにより、減容化させた塊状成型物を得ることができる。し
たがって、有害廃棄物の飛散、流出、溶出を防止すると同時に、処分場の残余年数を長く
することができるのである。
【００９４】
前記有害廃棄物は、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含
むものとすることが可能である。ばいじん、焼却灰、汚泥もしくは汚染土壌は、従来、処
分場に貯留された場合、含有する小さな有害成分の粒子が排水設備へ多量に流入する場合
があったが、本発明によれば、有害廃棄物は、溶融したプラスチック廃棄物と混練して冷
却固化されて塊状成型物となっているから、有害廃棄物の有害成分の粒子は塊状成型物中
に強固に封入されており、環境中へ流出することは高度に防止できるのである。
【００９５】
前記有害廃棄物は、ばいじんもしくは焼却灰のうち少なくとも一つを含むものとすること
ができる。ばいじんもしくは焼却灰に含有されるカルシウム塩が、溶融したプラスチック
廃棄物により固定化、安定化されるので、処分場の浸出水中に溶出することを高度に防止
することができる。したがって、溶出するカルシウム塩への対策に要する排水設備のメン
テナンスを従来と比較して少なくさせることが可能であり、メンテナンス費用を低減させ
ることができるのである。また、ダイオキシンの流出を防止することが可能である。
【００９６】
溶融したプラスチック廃棄物と、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なく
とも一つを含む有害廃棄物とを混練し、冷却固化することで塊状成型物を得、前記塊状成
型物を貯留場に貯留することができる。
【００９７】
溶融したプラスチック廃棄物と有害廃棄物とを混練し、冷却固化することで塊状成型物を
得るから、ダイオキシンなどの有害廃棄物を塊状成型物の外に流出させることを高度に防
止でき、しかもプラスチック廃棄物の減容化処理が達成できるのである。プラスチック廃
棄物の減容化処理を促進することができるから、前記塊状成型物を貯留場に貯留する場合
においても貯留場のスペースを有効に活用することが可能となるのである。本発明に係る
廃棄物処理方法は、溶融したプラスチック廃棄物と有害廃棄物とを混練し、冷却固化する
ことで塊状成型物を得るものであり、プラスチック廃棄物を単に熱にて軟化させる場合と
比較して、体積は約１／５程度減容化することができる。したがって、プラスチック廃棄
物の減容化処理を促進することができ、貯留場の有効利用ひいては既存の貯留場の延命化
を大幅に達成することができるのである。
【００９８】
また、溶融したプラスチック廃棄物と有害廃棄物とを混練し、冷却固化することで塊状成
型物を得るから、ダイオキシンなどの有害廃棄物を塊状成型物の中に強固に封入すること
ができ、環境中に有害廃棄物を流出させることを防止できる。したがって、プラスチック
廃棄物および有害廃棄物を処理しながら環境汚染をも防止することが可能なのである。
【００９９】
溶融したプラスチック廃棄物と有害廃棄物とを混練し、冷却固化することで塊状成型物を
得るから、有害廃棄物からのカルシウム塩を前記塊状成型物中に封入させることができ、
有害廃棄物からのカルシウム塩の流出を抑制することが可能となるのである。したがって
、前記塊状成型物を貯留場に貯留する場合において、廃棄物からのカルシウム塩の流出に
付随する貯留場のメンテナンス費用を削減させることができるのである。
【０１００】
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さらに、有害廃棄物には多種多様の物質が混在しているものであるが、その種々の物質か
ら排出される有害廃棄物および水質汚濁物質の環境中への流出量を相当に減少させること
ができ、しかも流出物質の種類自体も減少させることが可能となるので、前記塊状成型物
を貯留場に貯留する場合において、貯留場のメンテナンス費用を削減できる。
【０１０１】
また、有害廃棄物を塊状成型物中に強固に封入することが可能だから、有害廃棄物の環境
中への流出を相当に抑制することができ、しかも塊状成型物の形態は固体状であり、粉状
・粒状ではないので、飛散する可能性は少ない。そのため本発明に係る塊状成型物は安全
性に関して極めて心証が良いものであり、前記塊状成型物を貯留する貯留場の設置場所を
、周辺住民の居住区近傍に設けるとしても周辺住民の了解を得ることが容易になる。
【０１０２】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、プラスチック廃棄物と、焼却灰、ばいじん、汚泥
もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物とを混合し廃棄物混合物を形成
する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶融混練物を形成
する溶融混練工程と、前記溶融混練物を冷却させ、塊状成型物を得る冷却工程と、前記塊
状成型物を貯留場に貯留する貯留工程とを有する廃棄物処理方法である。プラスチック廃
棄物と有害廃棄物とを混合し廃棄物混合物を形成してから、前記廃棄物混合物を溶融させ
、混練を行ない、溶融混練物を形成し、前記溶融混練物を冷却させ、塊状成型物を得るこ
とが可能である。
【０１０３】
前記溶融混練物から塊状成型物を得る工程は、前記溶融混練物を押出用ダイから押出して
成型させて成型物を形成してその成型物を冷却させて塊状成型物を得ることが可能であり
、また、前記溶融混練物を水槽中に入れることで水槽中にて冷却固化させて塊状成型物を
得ることも可能であり、また、前記溶融混練物を容器にいれてその容器にいれた溶融混練
物を室温に晒すことで塊状成型物を得ることも可能である。
【０１０４】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、プラスチック廃棄物と有害廃棄物とを混合し廃棄
物混合物を形成する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶
融混練物を形成する溶融混練工程と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させ
て成型物を形成する押出成型工程と、前記成型物を冷却させて塊状成型物を得る冷却工程
と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯留工程とを有する。
【０１０５】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、プラスチック廃棄物を、粉砕機から第一保温サイ
ロまで、加熱空気で空気輸送するとともに、有害廃棄物を、灰投入ホッパーから第二保温
サイロまで、加熱空気で空気輸送する輸送工程と、前記第一保温サイロに貯蔵された前記
プラスチック廃棄物と、前記第二保温サイロに貯蔵された前記有害廃棄物とを混合し廃棄
物混合物を形成する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶
融混練物を形成する溶融混練工程と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させ
て成型物を形成する押出成型工程と、前記成型物を冷却させて塊状成型物を得る冷却工程
と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯留工程とを有する。
【０１０６】
前記溶融混練工程として、送りおよび余熱を行う供給部と溶融および混練を行なう溶融混
練部とを有する二軸押出機で、廃棄物混合物を溶融させ、シリンダー本体内に軸方向に相
互に回転可能に配設された二軸のスクリューで混練を行ない、溶融混練物を形成する溶融
混練工程であることが可能である。
【０１０７】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、プラスチック廃棄物と有害廃棄物とを混合し
廃棄物混合物を形成する廃棄物混合手段と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない
、溶融混練物を形成する溶融混練手段と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型
させて成型物を形成する押出成型手段と、前記成型物を冷却させて塊状成型物を得る冷却



(17) JP 4840737 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

手段と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯留手段とを有する。
【０１０８】
また、本発明に係る廃棄物処理システムは、プラスチック廃棄物を、粉砕機から第一保温
サイロまで、加熱空気で空気輸送するとともに、有害廃棄物を、灰投入ホッパーから第二
保温サイロまで、加熱空気で空気輸送する輸送手段と、前記第一保温サイロに貯蔵された
前記プラスチック廃棄物と、前記第二保温サイロに貯蔵された前記有害廃棄物とを混合し
廃棄物混合物を形成する廃棄物混合手段と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない
、溶融混練物を形成する溶融混練手段と、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型
させて成型物を形成する押出成型手段と、前記成型物を冷却させて塊状成型物を得る冷却
手段と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯留手段とを有する。
【０１０９】
また、前記溶融混練手段として、送りおよび余熱を行う供給部と溶融および混練を行なう
溶融混練部とを有する二軸押出機で、廃棄物混合物を溶融させ、シリンダー本体内に軸方
向に相互に回転可能に配設された二軸のスクリューで混練を行ない、溶融混練物を形成す
る溶融混練手段であることが可能である。
【０１１０】
前記プラスチック廃棄物は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＡＳ樹脂、
ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化
ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ＡＣＳ樹脂、ＡＳＡ樹脂、ＡＥＳ樹
脂の中から少なくとも一つを含む汎用プラスチックの廃棄物である。なお、ＡＳ樹脂とは
、アクリトニトリルとスチレンとを懸濁、溶液または塊状重合して得られるランダム共重
合体である。また、ＡＢＳ樹脂とは、アクリトニトリル／ブタジエン／スチレン３成分か
らなる共重合樹脂で、ポリスチレンの特性とＡＳ樹脂の特性を兼ね備え、かつそれらの物
性レベルをより高めた樹脂である。また、ＡＣＳ樹脂とはＡＢＳ樹脂のブタジエンの代わ
りに塩素化ポリエチレンを用いた３次元ポリマーである。また、ＡＳＡ樹脂とは、ＡＢＳ
樹脂のブタジエンの代わりにアクリルゴムを用いた３次元ポリマーである。また、ＡＥＳ
樹脂とは、ＡＢＳ樹脂のブタジエンの代わりにエチレン－プロピレン－ジエン３元共重合
体配合物（ＥＰＤＭ）を用いた３次元ポリマーである。
【０１１１】
上述した汎用プラスチックは、熱可塑性樹脂のなかでもエンジニアリングプラスチックほ
どの物性レベルには及ばないものの、かなりの物性レベルをもちかつ加工性に富み両者の
バランスに優れていて、また比較的安価であることから、年間数十万トンから数百万トン
規模で大量に利用されている。特に、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポ
リ塩化ビニリデンは大量に生産されている。
【０１１２】
なお、プラスチック廃棄物には、天然ゴム、天然ゴム誘導体、乳化重合スチレンブタジエ
ンゴム、溶液重合スチレンブタジエンゴム、高シス－ブタジエンゴム、低シス－ブタジエ
ンゴム、イソプレンゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム、水素化ニトリルゴム、ブチ
ルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、クロロプレンゴム、エピクロルヒドリンゴム、クロロス
ルホン化ポリエチレン、フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム、アクリルゴム、シリコー
ンゴム、ウレタンゴム、ポリサルファイドゴムなどのゴム成分の廃棄物も含むものとする
。
【０１１３】
前記有害廃棄物は、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち少なくとも一つを含
むものであり、焼却灰もしくはばいじんは、産業廃棄物もしくは一般廃棄物を、焼却炉も
しくは溶融炉で焼却することで排出されるものである。前記有害廃棄物には、鉛、カドミ
ウム、水銀、六価クロム、セレン、シアン、砒素、ダイオキシン、カルシウム化合物など
の有害廃棄物が含有されている。
【０１１４】
図３は、本発明に係る廃棄物処理方法の概略図である。溶融炉５４は、焼却炉５３の焼却
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温度よりも高温（１２００℃以上）で、焼却、溶融処理するものであるが、焼却炉５３に
比較して数が非常に少ないので、処理される廃棄物の量は限られている。廃棄物４０は産
業廃棄物および一般家庭用廃棄物からなるものである。この廃棄物４０は、大半が焼却炉
５３で焼却処理されるか、もしくは溶融炉５４で溶融処理される。廃棄物４０は、焼却処
理もしくは溶融処理された結果、ばいじん４４もしくは焼却灰４５もしくはそれらの混合
物を発生させることになる。焼却灰もしくはばいじんのうち少なくとも一つを含むものを
有害廃棄物４７とし、この有害廃棄物４７には、その他の有害物４６として、汚泥、汚染
土壌などを含有させることが可能である。なお、有害廃棄物４７には、感染性医療用廃棄
物をも混入させることも可能であるが、有害廃棄物４７として用いられて最も好適なもの
は、高濃度の重金属を含むばいじんである。
【０１１５】
一方で、廃棄物４０にはプラスチック廃棄物４１が含有されている。このプラスチック廃
棄物４１を廃棄物４０から分別し、有害廃棄物４７と混合し、廃棄物混合物を形成する。
なお、廃棄物４０からプラスチック廃棄物４１を分別する手法としては通常用いられる手
法を使用することが可能である。
【０１１６】
前記廃棄物混練物を加熱してプラスチック廃棄物４１を溶融させて、有害廃棄物４７と混
練して溶融混練物を形成する。この状態において溶融混練物を適宜の量、外部へ取り出し
、冷却固化して塊状成型物４８を得る。また、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、
成形し、この成形物を冷却させて塊状成型物４８とすることもできる。なお、プラスチッ
ク廃棄物４１を予め溶融したところに、有害廃棄物４７を混入して、当該両者を混練する
ことにより溶融混練物を作ることも可能である。
【０１１７】
有害廃棄物４７およびプラスチック廃棄物４１はそれぞれ１％以下の乾燥状態において、
重量比たとえば１：０．５で溶融、混練される。
【０１１８】
このようにして塊状成型物４８を得ることができるが、これを達成するシステムとしては
特に図１のシステムが好適である。なお、その動作については後述する。
【０１１９】
そして、前記成型物を冷却させて塊状成型物４８が得られる。上記塊状成型物４８は、形
状、大きさなどは任意であるが、たとえば５ｃｍ～１０ｃｍ程度の大きさの球体状、矩形
平板状など外周面に細かい突出物がない滑らかな形状である。しかも、厚さが２ｍｍ程度
のプラスチックが成型物の表面を完全に被覆している状態であれば、ばいじんなどの粒子
（１μｍ～１００μｍ）がその内部に分散して物理的に封止されている。したがって、こ
の塊状成形物４８はプラスチックにより非常に固く、極めて割れにくい状態となっている
。
【０１２０】
この塊状成型物４８の状態においては、ばいじんなどに含有されている重金属イオンなど
の有害廃棄物やカルシウム塩は塊状成型物の内部に強固に封印されて後述するように環境
中に溶出あるいは流出しにくいものである。また、ばいじん粒子に付着しているダイオキ
シンはプラスチックにより完全に包囲されているので、当該塊状成型物４８が微粉砕され
てダイオキシンが表面に露出しない限りは環境中に流出することはほとんどない。
【０１２１】
それゆえ、この塊状成型物４８を貯留場４９で貯留することが可能となり、しかも、環境
中に有害廃棄物を流出することを阻止できる。
【０１２２】
貯留場４９は、仮保管場５０、保管場５１および処分場５２を含む概念である。
【０１２３】
仮保管場５０とは、前記塊状成型物４８を一時的に載置して置く場所であり、貯留場４９
の中でも最も原始的かつ簡易な貯留設備を意味する。仮保管場５０に載置された塊状成型
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物４８は、たとえば、その後、溶融炉燃料５５として使用することができる。すなわち、
プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７とを混合し廃棄物混合物を形成し、前記廃棄物
混合物を溶融させて混練を行ない溶融混練物を形成し、前記溶融混練物を冷却させて得た
塊状成型物４８は溶融炉燃料５５として使用することができるのである。溶融炉燃料５５
として使用した場合、有害廃棄物は大部分が溶融スラグとなって有害廃棄物の溶出がさら
に防止される。しかも、たとえダイオキシンが含有されていたとしてもダイオキシンは溶
融炉の高温の熱によって分解無害化されるので、ダイオキシンによる環境汚染を的確に防
止することができるのである。
【０１２４】
仮保管場５０は、塊状成型物４８の用途が決定しており、塊状成型物４８が消費される前
に一時的に載置しておく貯留設備である。塊状成型物４８は上述したように有害廃棄物が
極めて外部に流出しにくい構造となっているから、一時的に載置しておく貯留設備を簡素
に構成したとしても環境中に有害廃棄物が外部に流出する蓋然性は極めて低い。なお、溶
融炉の燃料として使用される塊状成型物４８は、溶融処理された後、溶融炉の下部に設け
られている水冷プールに落下し溶融スラグ５８となる。この溶融スラグ５８はガラス質物
質であり、有害廃棄物はガラス質物質の中に強固にバインドされているから溶融スラグ５
８から有害廃棄物が環境中に流出する可能性は極めて低い。したがって、この溶融スラグ
５８は、安全に土木工事資材５６として使用可能である。
【０１２５】
保管場５１とは、前記塊状成型物４８を一定期間保管して置く場所である。保管場５１は
、外壁で保管空間を形成し、その保管空間内に塊状成型物４８を保管する構成とすること
ができる。また、保管場５１は、外壁で保管空間を形成するとともに、天井部に雨水の保
管空間内への浸入を防止するドーム状雨水侵入防止部を設ける構成とすることも可能であ
る。いずれの構成にしろ、塊状成型物４８からは有害廃棄物が極めて外部に流出しにくい
から、保管場５１は比較的簡易な構成にすることができ、その結果、経済的に安価な保管
が可能になるのである。保管場５１に保管された塊状成型物４８は、その使用目的が見出
されるまで保管することが可能である。その使用目的は溶融炉の燃料であっても良い。す
なわち、現存する焼却炉５３は多数あり、この焼却炉５３からは大量のばいじんや焼却灰
が発生する。一方、溶融炉５４は廃棄物４０を非常に高温で焼却、溶融処理するので、焼
却、溶融による減容化が大きく、一部ばいじんとなるものを除けば有害廃棄物の溶出の恐
れがない溶融スラグとなる上、ダイオキシンは完全に分解されるので、廃棄物４０の処分
方法とすれば、好適なものである。
【０１２６】
しかし、現存する施設数（３０程度）が必要数（数百）に比較して極めて少なく、しかも
必要施設数の建設には、１０年～２０年と長期間かかるものである。したがって、溶融炉
５４で溶融処理できず、焼却炉５３で焼却処理されたばいじんなどを、有害物資が環境中
に流出しないように安全に保管しておき、溶融炉５４の施設数が増えるに伴なって、保管
している塊状成型物４８をこの溶融炉５４の燃料として使用すれば、プラスチックは燃料
となり、その際にはプラスチックは高温のためのダイオキシンを発生させず、また封入し
ているダイオキシンは高温により分解するので、有害廃棄物を無害化することができる。
しかも、プラスチックに封入することがなくなる。つまり、焼却炉５３にて焼却した際に
発生する有害廃棄物を含むばいじんなどを塊状成型物４８に封入しておき、溶融炉５４の
建設に伴なってプラスチックを燃料として再利用するとともに、有害廃棄物を無害化する
わけである。
【０１２７】
処分場５２とは、既存する、廃棄物４０の最終処分場をいい、処分場５２は、安定型最終
処分場と、管理型最終処分場と、遮蔽型最終処分場とに分類することが可能である。従来
技術の項でも説明しているが、安定型最終処分場とは、廃棄物を押しとどめる擁壁と廃棄
物を囲む囲いとを有し、地滑り防止工および沈下防止工などが施されて構成される。管理
型最終処分場とは、擁壁と、囲いと、集水設備と浸出液処理設備などの排水設備を有し、
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遮水工、地滑り防止工および沈下防止工などが施されて構成される。遮蔽型最終処分場と
は、囲いと、内部仕切設備と、外周仕切設備と、雨水侵入防止部などを有し、腐食防止工
、地滑り防止工および沈下防止工などが施されて構成される。塊状成型物４８からは有害
廃棄物が極めて外部に流出しにくく、比較的安全な物質であり、当然に既存の最終処分場
にて処分を行なうことが可能である。ただ、安定型処分場は浸出水の工事が不十分である
から、塊状成型物４８が数十年後において、割れたりすることにより、万が一内部から重
金属などが溶出した場合のことを考慮し、可能な限りここには塊状成型物４８を貯留しな
い。
【０１２８】
しかしながら、遮断型処分場は塊状成型物を当然貯留することができる。有害廃棄物を含
む廃棄物４０は通常管理型処分場に貯留される。この処分場は浸出水対策が行なわれてい
る上、排水設備も設置されているから、仮に数十年後において、塊状成型物から重金属が
一部溶出したとしても、それは浸出水中から回収されるので、環境汚染を起こすことがな
い。
【０１２９】
なお、処分場に塊状成型物をいくらかの厚さに貯留する毎に、土を被せれば（覆土）、日
射による劣化はほとんどないから、当然有害廃棄物の流出もないと思われる。また、塊状
成型物は固く、粒子状に割れないから、浸出水中に貯留物の粒子が混じることが少なくな
る。したがって、排水設備中の沈殿設備に沈殿する沈殿物が少なくなるので、そのメンテ
ナンスが更に安価となる。
【０１３０】
このように、本発明に係る廃棄物処理方法を採用することにより、プラスチック廃棄物４
１と有害廃棄物４７との安定化および固定化に有効利用できるとともに、プラスチック廃
棄物４１と有害廃棄物４７とを極めて安全に処理することができるのである。さらに、塊
状成型物４８はカルシウム塩をほとんど溶出させることがないから、貯留場４９から排出
される排水中に含有されるカルシウム塩は当然に少ない。したがって、貯留場４９からの
排水中に含有されるカルシウム塩を処理するのに要する維持・管理費用を削減することが
できるのである。また、塊状成型物４８を形成することにより、プラスチック廃棄物４１
および有害廃棄物４７の減容化が可能になり、貯留場４９を比較的省スペースで形成する
ことが可能であり、ひいては既存の処分場５２の延命化も達成させることが可能になるの
である。既存の管理型処分場に追加的にこの塊状成型物を廃棄しても、上記理由により排
水設備などにおけるメンテナンスは簡素化され、安価となるが、新たな管理型処分場を設
けた場合に、塊状成型物のみもしくは主に塊状成型物を貯留するようにすれば、その排水
設備などが小型化、簡素化できるので、建設費を安価にすることが可能であり、当然メン
テナンス費用も安価となる。
【０１３１】
塊状成型物４８は管理型処分場に貯留することにより最終処分とすることができ、半永久
的にそのままにしておけば良い。しかしながら、いったん貯留した塊状成型物を、溶融炉
５４の増加に伴って、取り出して、溶融炉５４の燃料としても良い。そうすれば、管理型
処分場をさらに効率良く使用することができる。特に塊状成型物のみを貯留しておけば、
当然塊状成型物を取り出し易くなる。
【０１３２】
さらに、本発明によれば、従来のように中間処理（薬剤処理法、酸抽出法など）を施した
ものを、プラスチック廃棄物により封入して塊状成型物としても良い。
【０１３３】
図１は、上記した塊状成型物４８を得るのに好適な廃棄物処理システムの概略図である。
プラスチック廃棄物４１を粉砕してフレーク状にする粉砕機２と、粉砕されフレーク状に
形成されたプラスチック廃棄物４１を粉砕機２から吸い込む第一ベンチュリー３２と、フ
レーク状のプラスチック廃棄物４１を補集する第一サイクロン２８と、粉砕されてフレー
ク状に形成されたプラスチック廃棄物４１を二軸押出機１で溶融混練する前に加温する第
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一保温サイロ４と、有害廃棄物４７を投入することができる灰投入ホッパー３と、灰投入
ホッパー３から投入された有害廃棄物４７を吸い込む第二ベンチュリー３３と、有害廃棄
物４７から異物を除く第二サイクロン２９と、有害廃棄物４７を二軸押出機１で溶融混練
する前に加温する第二保温サイロ５と、前記第一ベンチュリー３２から前記第一サイクロ
ン２８まで有害廃棄物４７を加温空気で空気輸送する配管Ｐ８と、前記第一保温サイロ４
から二軸押出機１へプラスチック廃棄物４１を一定量供給する第一定量供給機６と、前記
第二保温サイロ５から二軸押出機１へ有害廃棄物４７を一定量供給する第二定量供給機７
と、前記第一定量供給機６から流入したプラスチック廃棄物４１と前記第二定量供給機７
から流入した有害廃棄物４７とを溶融混練して溶融混練物を形成する二軸押出機１と、溶
融混練物を押出して所定形状に成型して成型物を形成する押出用ダイ８と、成型物を冷却
して塊状成型物４８を形成する冷却水槽９と、塊状成型物４８を貯蔵するストレージホッ
パー１０とを有して構成される。
【０１３４】
粉砕機２にてフレーク状に粉砕されたプラスチック廃棄物４１は、粉砕機２から配管Ｐ１
を経由して第一ベンチュリー３２により空気輸送により吸い出される。その後、第一ベン
チュリー３２から配管Ｐ２を経由して第一サイクロン２８に空気輸送導入され、第一サイ
クロン２８にて捕集される。第一サイクロン２８から、フレーク状のプラスチック廃棄物
４１は、第一保温サイロ４に一時的に貯蔵される。第一サイクロン２８から回収される空
気は配管Ｐ３を経由して第一循環空気加熱器２４に導入され昇温される。第一循環空気加
熱器２４に流入する循環空気は、焼却炉もしくは溶融炉からの廃熱を利用することで、昇
温することが可能であり、そのような廃熱を利用する場合にあっては非常に経済的である
。第一循環空気加熱器２４から排出された空気は配管Ｐ５を経由して第一ブロワー２６に
導入され循環空気の流れを形成する。第一ブロワー２６から排出された循環空気は配管Ｐ
６を経由して第一ベンチュリー３２に流入し、粉砕機２から配管Ｐ１を経由して空気輸送
されるフレーク状のプラスチック廃棄物４１と混入し、再度、配管Ｐ２を流れる。
【０１３５】
本発明に係る廃棄物処理システムでは、プラスチック廃棄物４１を、前記プラスチック廃
棄物４１を粉砕する粉砕機２から、前記プラスチック廃棄物４１を保温状態で貯蔵する第
一保温サイロ４まで、加熱空気で空気輸送する構成を採用するので、プラスチック廃棄物
４１に付着している水分を空気輸送すると同時に乾燥させることが可能である。水分を含
んだプラスチック廃棄物４１が二軸押出機１内に流入すると、二軸押出機１内で水蒸気に
なり、溶融混練中に溶融混練物中に水蒸気が封入されると、塊状成型物中に気泡を有する
原因になる可能性がある。また、水分を含んだプラスチック廃棄物４１が二軸押出機１内
に流入すると、二軸押出機１内で発生する塩酸ガスを吸収して生成した塩酸や、ばいじん
中に含まれている塩類が二軸押出機１を腐食させる原因となる可能性がある。したがって
、プラスチック廃棄物４１を加熱空気で空気輸送することで空気輸送すると同時に乾燥さ
せることができそのような不利益を防止することができるのである。プラスチック廃棄物
４１の乾燥状態としては、プラスチック廃棄物４１中に含有される水分が３質量％以下で
あることが好ましく、より好ましくは１質量％以下であることが良い。
【０１３６】
また、灰投入ホッパー３から投入された有害廃棄物４７は、灰投入ホッパー３から配管Ｐ
７を経由して第二ベンチュリー３３により空気輸送により吸い出される。その後、第二ベ
ンチュリー３３から配管Ｐ８を経由して第二サイクロン２９に空気輸送導入され、第二サ
イクロン２９にて捕集される。第二サイクロン２９から、有害廃棄物４７は、第二保温サ
イロ５に一時的に貯蔵される。第二サイクロン２９から回収される空気は配管Ｐ９を経由
して第二循環空気加熱器２５に導入され昇温される。第二循環空気加熱器２５に流入する
循環空気は、焼却炉もしくは溶融炉からの廃熱を利用することで、昇温することが可能で
あり、そのような廃熱を利用する場合にあっては非常に経済的である。第二循環空気加熱
器２５から排出された空気は配管Ｐ１１を経由して第二ブロワー２７に導入され循環空気
の流れを形成する。第二ブロワー２７から排出された循環空気は配管Ｐ１２を経由して第
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二ベンチュリー３３に流入し、灰投入ホッパー３から配管Ｐ７を経由して空気輸送される
有害廃棄物４７と混入し、再度、配管Ｐ８を流れる。
【０１３７】
本発明に係る廃棄物処理システムでは、有害廃棄物４７を、前記有害廃棄物４７を投入す
る灰投入ホッパー３から、前記有害廃棄物４７を保温状態で貯蔵する第二保温サイロ５ま
で、加熱空気で空気輸送する構成を採用するので、有害廃棄物４７に付着している水分を
空気輸送すると同時に乾燥させることが可能である。有害廃棄物４７の乾燥状態としては
、有害廃棄物４７中に含有される水分が３質量％以下であることが好ましく、より好まし
くは１質量％以下であることが良い。
【０１３８】
配管Ｐ３の途中からは配管Ｐ４が分岐して設けられており、配管Ｐ４には第一圧力調整弁
３４が設けられている。配管内の圧力が高くなった場合には、第一圧力調整弁３４を開く
ことにより、配管Ｐ４から循環空気を排気することで、循環空気の圧力を所定値に保つこ
とが可能である。また、配管Ｐ９の途中からは配管Ｐ１０が分岐して設けられており、配
管Ｐ１０には第一圧力調整弁３５が設けられている。配管内の圧力が高くなった場合には
、第一圧力調整弁３５を開くことにより、配管Ｐ１０から循環空気を排気することで、循
環空気の圧力を所定値に保つことが可能である。
【０１３９】
配管Ｐ１、配管Ｐ２、配管Ｐ３、配管Ｐ４、配管Ｐ５および配管Ｐ６内を流入する循環空
気の空気温度は、１２０～１５０℃に設定されている。循環空気内の温度を１５０℃より
も大きく設定した場合には、配管内を通流するフレーク状のプラスチック廃棄物４１が溶
解して配管の内壁に溶着する可能性があるからである。また、循環空気内の温度を１２０
℃よりも小さく設定した場合には、フレーク状のプラスチック廃棄物４１の乾燥効果が十
分ではないからである。一方、配管Ｐ７、配管Ｐ８、配管Ｐ９、配管Ｐ１０、配管Ｐ１１
および配管Ｐ１２内を流入する循環空気の空気温度は、１２０～１８０℃に設定されてい
る。循環空気内の温度を１８０℃よりも大きく設定した場合には、配管内を通流する有害
廃棄物４７の温度が高くなりすぎると、二軸押出機内でプラスチック廃棄物４１と溶融混
練させた時に温度が上がりすぎて樹脂が分解する可能性があるからである。また、循環空
気内の温度を１２０℃よりも小さく設定した場合には、有害廃棄物４７の乾燥効果が十分
ではないからである。
【０１４０】
前記第一保温サイロ４に貯蔵されたプラスチック廃棄物４１は、所定の温度に保温されな
がら貯蔵される。所定の温度に保温されることで二軸押出機１内に流入する前に予備昇温
させることができ、そのため二軸押出機１内での溶融混練が容易になるのである。前記第
一保温サイロ４は、プラスチック廃棄物４１を貯蔵する第一缶体と、前記第一缶体の外側
面に巻回され、内部を蒸気が通流する第一蒸気パイプとを有する。第一蒸気パイプの中を
通流する蒸気で前記第一缶体を外側から昇温することができるので、第一保温サイロ４に
貯蔵されたプラスチック廃棄物４１を保温することができるのである。なお、第一蒸気パ
イプの中を通流する蒸気は、焼却炉もしくは溶融炉の廃熱を利用することが可能であり、
廃熱を利用した場合にあっては加熱エネルギーの消費を抑えることが可能になるのである
。
【０１４１】
また、前記第二保温サイロ５に貯蔵された有害廃棄物４７は、所定の温度に保温されなが
ら貯蔵される。前記第二保温サイロ５は、有害廃棄物４７を貯蔵する第二缶体と、前記第
二缶体の外側面に巻回され、内部を蒸気が通流する第二蒸気パイプとを有する。第二蒸気
パイプの中を通流する蒸気で前記第二缶体を外側から昇温することができるので、第二保
温サイロ５に貯蔵されたプラスチック廃棄物４１を保温することができるのである。なお
、第二蒸気パイプの中を通流する蒸気は、焼却炉もしくは溶融炉の廃熱を利用することが
可能である。
【０１４２】
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前記第一保温サイロ４に貯蔵されたプラスチック廃棄物４１は、第一定量供給機６より一
定量二軸押出機１に供給される。前記第二保温サイロ５に貯蔵された有害廃棄物４７は、
第二定量供給機７より一定量二軸押出機１に供給される。そして、プラスチック廃棄物４
１と有害廃棄物４７とは二軸押出機１内にて混合されて廃棄物混合物が形成されるのであ
る。
【０１４３】
プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７とを混合し廃棄物混合物を形成する廃棄物混合
手段は、前記粉砕機２と、前記第一保温サイロ４と、前記灰投入ホッパー３と、前記第二
保温サイロ５と、前記第一定量供給機６と、前記第二定量供給機７とを有して構成され、
プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７との混合は、第一定量供給機６からのプラスチ
ック廃棄物４１と第二定量供給機７からの有害廃棄物４７とが二軸押出機１内に混入され
る段階で行なわれる。溶融混練物を形成する溶融混練手段は二軸押出機１を有して構成さ
れる。溶融混練物を押出し成型して成型物を形成する押出成型部は、押出用ダイ８を有し
て構成される。成型物を冷却させて塊状成型物４８を得る冷却部は、冷却水槽９を有して
構成される。
【０１４４】
また、プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７とを混合し廃棄物混合物を形成する廃棄
物混合工程は、第一定量供給機６からの廃棄物プラスチックと第二定量供給機７からの有
害廃棄物とが二軸押出機１内に混入される工程である。なお、第一定量供給機６からのプ
ラスチック廃棄物４１と第二定量供給機７からの有害廃棄物４７とが二軸押出機１にそれ
ぞれ混入される前に、両者が十分に混合するように攪拌装置を内蔵した混合槽を設けるこ
とも可能である。かかる場合は、第一定量供給機６からのプラスチック廃棄物４１と第二
定量供給機７からの有害廃棄物４７とが混合槽内に混入される工程が廃棄物混合工程とな
る。
【０１４５】
廃棄物混合工程において、プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７との混合が、重量比
で１：０．２５～１：４であることが好適である。プラスチック廃棄物４１に対して有害
廃棄物４７の含有割合が０．２５よりも小さい場合には、有害廃棄物４７の含有割合が少
なく、多量の有害廃棄物を適切に処理する観点からは不十分である。また、プラスチック
廃棄物４１に対して有害廃棄物４７の含有割合が４よりも大きい場合には、塊状成型物に
おけるプラスチック廃棄物の含有量が少なくなり、その結果、有害廃棄物中における有害
成分を塊状成型物中に強固に封入することが困難となる可能性がある。
【０１４６】
貯留場４９は、本発明に係る塊状成型物４８を専用で貯留する設備であることが好適であ
る。本発明に係る塊状成型物４８からは、カルシウム塩や有害廃棄物がほとんど溶出しな
い。そのため、雨水などが貯留場４９に注ぐことにより発生する貯留場４９から流出する
排水には、カルシウム塩や有害廃棄物がほどんど含有されておらず、仮にカルシウム塩な
どが含有されていたとしてもその含有量は極少量になる。したがって、貯留場４９が、塊
状成型物４８のみを貯留する設備である場合にあっては、その貯留場４９の劣化乃至破損
が少なく、貯留場４９の維持・管理費を極めて少なく抑えることができるのである。
【０１４７】
図３に示すように、プラスチック廃棄物４１は、塩化ビニール廃棄物４３と塩化ビニール
を含まないプラスチック廃棄物４２とを分別したプラスチック廃棄物であることが好適で
ある。
【０１４８】
すなわち、プラスチック廃棄物４１から、塩化ビニール廃棄物４３と塩化ビニールを含ま
ないプラスチック廃棄物４２とを分別し、塩化ビニール廃棄物を含有しないプラスチック
廃棄物４２と有害廃棄物４７とを混合し、廃棄物混合物を形成し、前記廃棄物混合物を溶
融させ、混練を行ない、溶融混練物を形成し、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、
成型させて成型物を形成し、前記成型物を冷却させ、塊状成型物４８を得、前記塊状成型
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物４８を貯留場４９に貯留することができる。溶融混練工程において、塩化ビニール廃棄
物４３からは、塩化水素が発生する可能性がある。したがって、あらかじめプラスチック
廃棄物４１から、塩化ビニール廃棄物４３と塩化ビニールを含まないプラスチック廃棄物
４２とを分別し、塩化ビニールを含まないプラスチック廃棄物４２のみを利用することで
、極めて安全に塊状成型物４８を得ることが可能になり、しかも廃棄物処理システムに対
し、塩化水素対策を考慮する必要性が無くなるから、廃棄物処理システムを安価かつ簡素
に製造することが可能になる。
【０１４９】
一方、プラスチック廃棄物４１から、塩化ビニール廃棄物４３と塩化ビニールを含まない
プラスチック廃棄物４２とを分別し、塩化ビニール廃棄物４３と有害廃棄物４７とを混合
し、廃棄物混合物を形成し、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶融混練物を
形成し、前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させて成型物を形成し、前記成型
物を冷却させ、塊状成型物４８を得、前記塊状成型物４８を貯留場４９に貯留することが
できる。かかる場合は溶融混練工程における溶融温度は１７０～１９０℃に設定すること
が好適である。溶融温度を１７０℃よりも低く設定した場合にあっては、有害廃棄物４７
と塩化ビニール廃棄物４３との溶融混練が均一に行なうことが困難となる場合があるから
であり、また、溶融温度を１９０℃よりも高く設定した場合にあっては、塩化ビニールが
分解する結果、塩素ガスが発生することで極めて危険だからである。
【０１５０】
図２に示すように、二軸押出機１は、送りおよび余熱を行う供給部１４と溶融および混練
を行なう溶融混練部１５とを有する。二軸押出機１は、廃棄物混合物を溶融させ、シリン
ダー本体内に軸方向に相互に回転可能に配設された二軸のスクリュー１３、１３で混練を
行ない、溶融混練物を形成する。この工程が溶融混練工程となる。
【０１５１】
二軸押出機１にて、廃棄物混合物を溶融混練する際に、水蒸気などのガスが発生する場合
がある。二軸押出機１内でガスが大量に発生した場合にあっては二軸押出機１内の圧力が
上昇して溶融混練の条件が想定条件と相違する場合のみならず二軸押出機１が破損する可
能性がある。そのため二軸押出機１には発生したガスを外部空間に排出させることができ
るガス排出器３１を設けてある。
【０１５２】
次に、溶融混練物は、押出用ダイ８から押出され、成型させて成型物が形成される。この
工程が押出成型工程となる。
【０１５３】
そして、成型物は冷却水槽９で水中内にて十分に冷却させて塊状成型物４８が得られる。
この工程が冷却工程となる。図１に示すように、冷却水槽９には、冷却水槽９の底部近傍
に冷却水槽内に貯溜された冷却水を攪拌することができる攪拌器３０が設けられている。
押出用ダイ８から押出された成型物は高温状態であり、係る状態で冷却水槽９内に落下し
た場合、冷却水槽９に貯溜された冷却水の上部分の水温が上がることで成型物の冷却効果
を低下させ、また下部分では冷却水が静止していると冷却効果が低くなる可能性がある。
そこで、冷却水槽９の底部近傍に攪拌器３０を設けることで冷却水槽９内の冷却水の温度
を一定に保つとともに冷却効果を高めることが可能になるのである。その後、塊状成型物
４８はストレージホッパー１０内に貯蔵される。
【０１５４】
そして、ストレージホッパー１０内に貯蔵された塊状成形物４８は、貯留場４９に貯留さ
れる。この工程が貯留工程となる。
【０１５５】
図２は、二軸押出機１および押出用ダイ８の近傍を詳しく説明する図である。図２に示し
たように、この二軸押出機１は、プラスチック廃棄物４１を第一定量供給機６から、そし
て、有害廃棄物４７を第二定量供給機７から、それぞれ二軸押出機１のシリンダー本体１
２内に供給する。プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７とは、シリンダー本体１２内
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に軸方向に相互に回転可能に配設されたフルフライトと呼ばれる二軸のスクリュー１３、
１３の間に入ることで混合され廃棄物混合物が形成される。そして、まず供給部１４にお
いて、その廃棄物混合物の送りと余熱が行われる。次に、供給部１４から送られた廃棄物
混合物は、溶融混練部１５にて、圧縮されてスクリューとの摩擦によって発熱し、溶融し
、混練し溶融混練物が形成される。この際、溶融混練部１５の下流側には、溶融混練部１
５での溶融混練物の混練度を調整するために、溶融混練部１５での充填度を調整する開度
調整可能なゲート部１６が設けられている。溶融混練部１５で溶融、混練された溶融混練
物は、ゲート部１６を通過して、搬送部１７にて前方へ搬送されて、シリンダー本体１２
の側部に設けられた排出口１８へ送られる。さらに、排出口１８に接続された搬送部１９
を通り、ギアポンプ２０にて下流側に圧送される。ギアポンプ２０にて圧送された溶融混
練物は、スクリーン２１にて、異物などが除去された後、押出用ダイ８のダイ面に設けら
れた回転刃２２にてカットするカット方式のペレタイザー２３にて成型して、ペレット状
に成形されて成型物となり、その後ペレットの分離搬出装置（図示せず）にて外部へと搬
出されるようになっている。なお、二軸のスクリュー１３、１３を回転させるモーターは
Ｍ１で示されており、回転刃２２を回転させるモーターはＭ２で示されている。また、成
型物は、ペレタイザー２３にて成型してペレット状に形成したが、ペレット状の形状のみ
ならず任意の形状に成型することも可能である。たとえば、二軸押出機１から押出用ダイ
８を通して棒状に押出し、これを短く切断して冷却水中に投入することで塊状成型物４８
を得る成型であってもよい。その他、種々の粒状物、塊状物、板状物、棒状物、型材状品
などに成型することが可能である。
【０１５６】
塊状成型物４８は、質量、体積もしくは形状のうち少なくとも一つにおいて異なるもので
あることが好適である。すなわち、塊状成型物４８は、質量、体積もしくは形状のうち少
なくとも一つにおいて、一定の値を有するものでないことが好ましいのである。塊状成型
物４８は極めて劣化しにくい物質であるが、非常に長期間が経過した場合にあっては劣化
する可能性がある。かかる場合、塊状成型物４８の質量などが一定の値を有すると、塊状
成型物４８から有害廃棄物が環境内に一度に放出される可能性がある。そこで、塊状成型
物４８の質量、体積もしくは形状を不均一に設定しておくことで、塊状成型物の劣化速度
を異なるように設定することができ、貯留した塊状成型物４８が長期間経過後に、一度に
劣化して有害廃棄物を環境内に放出させることは避けることができる。
【０１５７】
なお、塊状成型物４８の質量、体積、形状を不均一に設定することは種々の手法を採用す
ることが可能であり、たとえば、上述したように、成型物をペレタイザー２３にて成型し
てペレット状に形成する過程において、不均一形状となるようにペレット状に成形すれば
良いのである。
【０１５８】
前記供給部１４の温度は、５０～１５０℃に設定されている。前記供給部１４の温度が５
０℃よりも低いと廃棄物混合物の柔軟性が不十分で溶融混練部１５への搬送が困難となる
からであり、前記供給部１４の温度が１５０℃よりも高いと廃棄物混合物の局所的加熱が
発生する可能性があるからである。
【０１５９】
一方、前記溶融混練部１５の温度は、１８０～２８０℃に設定されている。前記溶融混練
部１５の温度が１８０℃よりも低いと溶融混練効果が不十分となるからであり、前記溶融
混練部１５の温度が２８０℃よりも高いとエネルギー的に非効率的であったり、樹脂が分
解する可能性があるからである。
【０１６０】
前記二軸押出機１における二軸のスクリュー１３、１３は、非かみ合い型、部分かみ合い
型、完全かみ合い型のいずれでも可能であるが、特に完全かみ合い型が好適である。本発
明に係る廃棄物処理システムでは、二軸押出機１すなわち二軸スクリューを採用している
から、単軸スクリューと比較して、２本のスクリュー流路内の溶融混練物に対するセルフ
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クリーニング作用があることが利点の一つとなる。また、本発明に係る廃棄物処理システ
ムでは、二軸スクリューを採用しているから、たとえ非かみ合い型の二軸スクリュー構造
であっても、単軸スクリュー押出機に比べて滞留層の存在は少なくなる。かみ合い型の二
軸スクリュー構造を採用した場合にあっては、２本のスクリューのフライトが互いに接触
しているために、スクリュー底部の滞留層をかきとる作用すなわちセルフクリーニング作
用が二軸スクリューの形状および回転方向に応じて一層期待できることになる。
【０１６１】
前記二軸押出機における二軸のスクリューの回転方向は、同方向回転もしくは異方向回転
のいずれであっても採用することが可能であるが、特に異方向回転が好適である。同方向
回転二軸スクリューを採用した場合にあっては、一方のスクリューが他方のスクリュー底
部に沿って移動し、機械的なセルフクリーニング作用が生じ易くなる。なお、機械的なセ
ルフクリーニング作用は、同方向回転二軸スクリューの場合には、ボールネジ形やニーデ
ィングディスク形において、また、異方向回転の場合には、完全かみ合い型の台形ネジに
おいて得られる。また、同方向回転二軸スクリューを採用した場合にあっては、１条ネジ
（深溝）、２条ネジ（中間溝）もしくは３条ネジ（浅溝）のいずれであっても採用するこ
とが可能である。
【０１６２】
前記溶融混練工程において、溶融混練物に付与されるせん断速度が、８２６～２１６５（
１／ｓｅｃ）であるようにスクリュー回転数を設定することが好ましい。溶融混練物に付
与されるせん断速度が、８２６（１／ｓｅｃ）よりも小さいと溶融混練効果が不十分であ
り、一方、２１６５（１／ｓｅｃ）よりも大きいと摩擦力が大きくなり、その結果、高熱
が発生し樹脂が分解する可能性があるからである。
【０１６３】
前記二軸押出機におけるスクリュー長さとスクリュー径との比（Ｌ／Ｄ）は、２４～６０
であることが好ましい。Ｌ／Ｄが、２４よりも小さいと溶融混練効果が促進されずプラス
チック廃棄物と焼却廃棄物との溶融混練が不十分となる傾向にあるからであり、一方、Ｌ
／Ｄが、６０よりも大きいと溶融混練のために過剰なエネルギーを消費することになるか
らである。
【０１６４】
前記二軸押出機１では、各種ガスもしくは水蒸気の発生やポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）など
が分解することで発生する塩素ガスが原因で、シリンダー本体１２内の溶融混練部１５や
搬送部１７の圧力が上昇することがある。そのため、前記二軸押出機１には、塩素ガス排
除制御手段を設けることが可能である。すなわち、シリンダー本体１２の搬送部１７など
に、開口部を設けるとともに、前記開口部に開口ボックスを形成し、この開口ボックスに
塩素ガス排除ラインを接続させることが可能である。前記開口ボックスの内部には、圧力
センサーが配設されており、圧力センサーに接続された圧力計によって、シリンダー１２
内の圧力が検知されるようになっている。そして、圧力計によって検知された圧力値に基
づいて前記ガス排除ラインから各種ガスが排除されるのである。
【０１６５】
シリンダー本体１２に、温度を検出できる温度検出部と、温度上昇を可能とする昇温部と
、温度下降を可能とする冷却部とを設けることもできる。たとえば、前記シリンダー本体
１２を複数個の温度制御区域に分割し、各区域の外側面にヒーターを設けるとともに、シ
リンダー本体１２の上側あるいは下側に熱伝対等の温度検出部を設け、シリンダー本体１
２内に供給される溶融混練物が熱分解しない程度の温度に設定することができる。前記冷
却部としては、二軸押出機１のシリンダー本体１２をジャケット化し、それぞれ適切な温
度の水もしくは冷媒を各区域のジャケット内に循環させることで適切な冷却効果を持たせ
ることが可能である。
【０１６６】
廃棄物混合手段において、プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７との混合が、重量比
で１：０．２５～１：４であることが好適である。プラスチック廃棄物４１に対して有害
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廃棄物４７の含有割合が０．２５よりも小さい場合には、多量の有害廃棄物を適切に処理
する観点からは不十分であり、有害廃棄物の処理としてのランニングコストが高くなる。
また、プラスチック廃棄物４１に対して有害廃棄物４７の含有割合が４よりも大きい場合
には、有害廃棄物中における有害成分を塊状成型物中に長期間にわたり封入することが困
難となる可能性がある。
【０１６７】
本発明に係る廃棄物処理方法を実施することで塊状成型物４８を得ることが可能である。
前記塊状成型物４８は、プラスチック廃棄物４１と、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚
染土壌のうち少なくとも一つを含む有害廃棄物４７とを混合し、二軸押出機１で溶融混練
を行ない、押出用ダイから押出し、成型させた後冷却させることで得られる塊状成型物４
８である。
【０１６８】
この塊状成型物４８からは、有害廃棄物４７中に含有される重金属イオンなどの有害廃棄
物が極めて流出しにくい傾向にある。それは、有害廃棄物４７中に含有される重金属イオ
ンなどの有害廃棄物が塊状成型物４８の内部に封入されていることと、塊状成型物４８が
極めて強固で割れにくいことにある。
【０１６９】
前記塊状成型物４８は、上述したように有害廃棄物４７を強固に封印し、その内部に含有
される有害廃棄物を物理的化学的に安定させるのである。また、この塊状成型物４８は、
圧力、衝撃による破壊や土壌菌、紫外線、酸性雨などによる劣化には極めて強い性能を有
する。なるほど、前記塊状成型物４８は約１０～５０年程度の長期の期間では徐々に劣化
し、塊状成型物表面には、はがれやひび、割れ目などが生じ、その表面に生じた割れ目な
どから内部に封入された有害廃棄物が流出する可能性はあるかもしれないが、有害廃棄物
４７をセメントで固めた場合と比較すると、セメントで固めた場合のように、一定時間経
過後、短期間で次々と崩壊やひび割れ、風化するような現象は考えられないので、有害廃
棄物が一挙に自然環境中に流出するようなことはない。本発明に係る塊状成型物４８に仮
に劣化が生じたとしても、成型物の材料配合比、強度、形状、サイズなどの違いによって
、個々の成型物の劣化速度が各々異なるため有害廃棄物が外部に流出するにしても長期間
にわたって拡散され、また微量に収まるため、国民生活や自然環境中に悪影響を及ぼす可
能性は極めて低いと考えられる。
【０１７０】
前記塊状成型物４８の圧縮強度を測定したところ６００～１５００ｋｇｆ／ｃｍ2であり
、天然石の圧縮強度よりも大きいものであった。本発明に係る塊状成型物４８をハンマー
で粉々に粉砕しようとするとかなりの時間と力を要するほど硬いものであった。
【０１７１】
また、本発明に係る塊状成型物４８を水中に１年間放置しておいても有害廃棄物４７中の
重金属類の水中への流出はほとんどなかった。また、１年間放置後の水のＰｈに変化はな
く中性のままであった。さらに、本発明に係る塊状成型物４８を塩水中に１年間放置した
場合や、ｐＨ４程度の酸性水中に１年間放置しておいても有害廃棄物４７中の重金属類の
水中への流出はほとんどなかった。
【０１７２】
溶出試験としての環境庁告示第１３号試験は、処分場に持ち込まれる各種有害廃棄物やセ
メントなどで有害廃棄物を固化した固化物が、何らかの圧力や衝撃により破壊されたり、
ひび割れを起こすことや、長年の間にはその大半が風化もしくは劣化することを前提に固
化物を５ｍｍ以下に粉砕し、５ｍｍ以下の破片や粉体からの重金属類などの溶出値を測定
することを義務付けている。本発明に係る塊状成型物４８を環境庁告示第１３号試験で試
験した場合でも、有害廃棄物の流出は極少量に抑制することができ、法定の埋立基準値内
に収まるものであった。
【０１７３】
環境庁告示１３号試験法とは、試料を粒径５ｍｍ以下に粉砕し、これに１０倍の純水を加
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えて固液比１０とし、６時間振とうした後、液をフィルターでろ過して、得られた溶液中
の物質の濃度を測定する試験方法である。
【０１７４】
焼却炉から排出されたばいじんを純水で練って乾燥固化させたものについて環境庁告示１
３号試験を行い、鉛成分の溶出量を測定した。
【０１７５】
一方、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）廃棄物１００ｇ（８５．５質量％）と、焼
却炉から排出されたばいじん（１４．５質量％）とを、本発明に係る廃棄物処理方法を使
用して二軸押出機１で溶融混練することで塊状成型物４８を得た。この塊状成型物４８に
対して、環境庁告示１３号試験を行い、鉛成分の溶出量を測定した。
【０１７６】
焼却炉から排出されたばいじんを比較例とし、一方、本発明に係る塊状成型物４８を本発
明として、それらの試験結果を下記に示す表１に示す。
【０１７７】
【表１】

【０１７８】
比較例の場合、鉛の溶出量は４８ｐｐｍであり、鉛溶出量は高い値を示すのに対して、本
発明の場合、塊状成型物４８からの鉛の溶出量は０．０１ｐｐｍ以下であり、鉛溶出量は
相当に低い値を示した。したがって、本発明の場合の塊状成型物４８では、比較例と比較
して鉛の溶出量減少率は９９．９８％以上である。成型物を粒径５ｍｍ以下にして行なう
厳しい溶出試験において溶出量が０．０１ｐｐｍ以下であるということから、表面積の小
さい塊状成型物のままでの溶出量はほとんど０に等しいと考えられる。本発明に係る塊状
成型物４８を保管したしても環境保全面において充分安全であると考えられる。上記のよ
うに、このシステムで得られる塊状成型物４８は、特にプラスチックが緻密で、かつばい
じんなどが均等に分散しているので、たとえ、粒子状になったとしても、有害廃棄物は溶
出せず、自然環境と同じもしくは環境基準値以下に収まる可能性の高いものである。
【０１７９】
したがって、このシステムで形成した塊状成型物は、貯留以外に、自然界への放置５７も
可能であるし、土木工事資材５６として用いることも可能である。また、貯留場４９で貯
留された塊状成型物４８は土木工事資材５６として使用することができる。土木工事資材
５６としては、具体的には、道路工事用路盤材、高架道路用路床材、高速道路用防音材、
公共建築物の屋上防水板材、干拓工事用資材、廃棄物処分場建築用資材、海上処分場建築
用資材、護岸用ブロック資材、海上空港建設工事用資材などに使用することができる。
【０１８０】
このように本発明に係る塊状成型物４８は、強い強度を有し、砕石や砂利の代替品として
使用できるように製造過程において任意の形状およびサイズなどを意図的に変えられる工
夫が施されているので、路盤材、埋め戻し材、アスファルト・コンクリートの骨材などと
してあらゆる場所において幅広く活用することができる。
【０１８１】
前記塊状成型物の平均粒径は５ｍｍ以下であることが好適である。塊状成型物の平均粒径
を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物のかさ比重を小さくすることができ、塊状成
型物を保管する際に、充填率を向上させることができるのである。また、塊状成型物の平
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均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の混錬と分散を向上させることができ
る。また、塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の取扱性、
輸送性および作業性を向上させることができる。さらに、塊状成型物の平均粒径を５ｍｍ
以下とすることにより、塊状成型物の落下強度を向上させることができる。また、塊状成
型物の平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより、塊状成型物の破断面がでないよう加工す
ることが容易となる。さらに、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下とした場合にあっては
、塊状成型物を溶融炉に投入する際、溶融炉の横側投入口より空気圧送で瞬時かつ連続的
に塊状成型物を投入することができるのである。また、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以
下とした場合にあっては、塊状成型物を溶融炉に投入すると、溶融炉内下部で瞬時にガス
化させやすくなる。なお、塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下であるということは、ＪＩ
Ｓ規格で定められた５ｍｍメッシュで作られた篩を通過するということである。なお、前
記塊状成型物の平均粒径は３ｍｍ以上５ｍｍ以下とすることがより好適である。
【０１８２】
また、前記塊状成型物の表面に、前記有害廃棄物が流出しないように表面処理がなされて
いることが好適である。表面処理としては、硫酸アルミニウム水溶液を用いて塊状成型物
の表面を処理することができる。すなわち、塊状成型物を硫酸アルミニウム水溶液中に浸
漬させることにより、塊状成型物の表面にたとえ有害廃棄物が付着していたとしても、そ
の有害廃棄物を不溶性化合物に化学変化させることができるのである。
【０１８３】
また、表面処理として塊状成型物を再加熱することにより、プラスチック樹脂を再度溶解
させ、有害廃棄物を完全に溶融したプラスチック樹脂により覆うことができる。なお、再
加熱は塊状成型物を１８０～２００℃にて４～５分間加熱することが好適である。
【０１８４】
前記塊状成型物中に、前記有害廃棄物を難溶化させる無機系粉粒状物を含有することが好
ましい。前記無機系粉粒状物は、セメント類、シリカ、アルミナ、マグネシウム、カルシ
ウム、鉄などを含有する無機系粉粒体である。また、前記無機系粉粒状物は、３００℃程
度の温度でも分解せず、溶解せず、かつ、腐食しないものが好ましい。前記無機系粉粒状
物は、前記有害廃棄物に対して、５～３０質量％で含有させることが好ましく、より好ま
しくは５～２０質量％の割合で含有させることが好適である。
【０１８５】
前記塊状成型物中に、オイル成分を含有することが好ましい。これにより、塊状成型物の
撥水性を向上させることができる。塊状成型物の撥水性を向上させることができるから、
たとえ塊状成型物に雨水などがあたったとしても、有害廃棄物が水に溶けて環境中に流出
することはないのである。オイル成分としては、撥水性と耐熱性とを有するものが好適で
あり、具体的にはシリコンオイルなどを使用することが可能である。シリコンオイルは、
水で希釈した３～５質量％程度の希釈液として使用することが好適である。
【０１８６】
プラスチック廃棄物４１と有害廃棄物４７との混合が、重量比で１：０．２５～１：４で
あることが好適である。プラスチック廃棄物４１に対して有害廃棄物４７の含有割合が０
．２５よりも小さい場合には、有害廃棄物の処理としてのランニングコストが高くなる。
また、プラスチック廃棄物４１に対して有害廃棄物４７の含有割合が４よりも大きい場合
には、有害成分を長期間にわたり封入することが困難となる可能性がある。
【０１８７】
本発明に係る廃棄物処理方法は、行政区域内で発生する産業廃棄物もしくは一般廃棄物を
、前記行政区域内に存在する焼却炉５３で焼却処理するもしくは前記行政区域内に存在す
る溶融炉５４で溶融処理することで発生する焼却廃棄物と、前記行政区域内で発生するプ
ラスチック廃棄物４１とを混合して廃棄物混合物を形成する廃棄物混合工程と、前記廃棄
物混合物を溶融混練を行なって溶融混練物を形成する溶融混練工程と、前記溶融混練物を
押出用ダイから押出し、成型させて成型物を形成する押出成型工程と、前記成型物を冷却
させて塊状成型物４８を得る冷却工程と、前記塊状成型物４８を、前記行政区域内の土木
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工事事業における土木工事資材５６として使用することで、前記焼却廃棄物および前記プ
ラスチック廃棄物を再利用する再利用工程とを有する。
【０１８８】
行政区域内で発生する焼却廃棄物とプラスチック廃棄物４１とを混合し、溶融混練し、押
出し成型した後、冷却して塊状成型物４８をつくり、それを前記行政区域内の前記土木工
事事業における土木工事資材５６として再利用することで、行政区域単位での自己完結型
の廃棄物処理が可能になる。すなわち、行政区域内において収集した廃棄物４０の大半で
あるプラスチック廃棄物４１を分別して取出して粉砕する。残りの可燃ゴミなどを燃やし
て出る焼却灰４５やばいじん４４をプラスチック廃棄物４１と混合し、溶融混練し、押出
し成型した後、冷却して塊状成型物４８をつくり、塊状成型物４８を採石などの代わりに
道路工事の路盤材や埋め戻し材などに使用することで、行政区域における支配権を有する
団体は、それだけ廃棄物４０の処理コストの低減を図ることが可能になる。なお、行政区
域における支配権を有する団体とは、国内の一部を区域とし、その区域内に居住する住民
に、法律の範囲内で自治的に支配権をもつ団体であり、たとえば、地方公共団体である。
また、行政区域とは、上述した支配権を有する団体に統治される国内の区切りを付けた範
囲であり、たとえば、都道府県や市町村などが該当する。また、廃棄物４０とは、行政区
域内で発生する産業廃棄物・一般廃棄物、さらに行政区域内で発生するプラスチック廃棄
物を含む。
【０１８９】
前記プラスチック廃棄物４１と前記焼却廃棄物とを混合し、溶融混練し、押出し成型した
後、冷却して塊状成型物４８をつくり、それを土木工事事業における土木工事資材５６と
して再利用することで、前記プラスチック廃棄物４１および前記焼却廃棄物を最終処分場
などに埋め立てる必要性がほとんどなくなるので、そのような最終処分場の延命化が図れ
ることになる。
【０１９０】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、行政区域内で発生する産業廃棄物もしくは一般廃
棄物を、前記行政区域内に存在する、焼却炉５３で焼却処理するもしくは溶融炉５４で溶
融処理することで発生する焼却廃棄物と、前記行政区域内で発生するプラスチック廃棄物
４１とを混合して廃棄物混合物を形成する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物に対し溶
融混練を行なって溶融混練物を形成する溶融混練工程と、前記溶融混練物を押出用ダイか
ら押出し、成型させて成型物を形成する押出成型工程と、前記成型物を冷却させて塊状成
型物４８を得る冷却工程と、前記塊状成型物４８を前記行政区域内に存在する前記溶融炉
５４の燃料として使用することで、前記焼却廃棄物および前記プラスチック廃棄物４１を
再利用する再利用工程とを有する。
【０１９１】
前記塊状成型物４８を溶融炉５４の燃料に使用した場合、塊状成型物４８中に含有される
焼却灰４５、ばいじん４４の量は、溶融工程でその約９５％（重量比）が溶融スラグに生
まれ変わる。そして、溶融スラグは、水冷もしくは空冷などの冷却手段により冷却されて
冷却固化物となる。焼却灰４５やばいじん４４などの有害物は冷却固化物中に封入される
ので有害物は環境外に流出しない。したがって、前記塊状成型物４８を溶融炉５４の燃料
として使用して溶融スラグ化し、その溶融スラグは土木工事資材５６として有効利用する
ことが可能である。
【０１９２】
また、本発明に係る廃棄物処理方法は、行政区域内で発生する有害廃棄物と、前記行政区
域内で発生するプラスチック廃棄物４１とを混合し、廃棄物混合物を形成する廃棄物混合
工程と、前記廃棄物混合物を溶融混練を行なって溶融混練物を形成する溶融混練工程と、
前記溶融混練物を押出用ダイから押出し、成型させて成型物を形成する押出成型工程と、
前記成型物を冷却させて塊状成型物４８を得る冷却工程と、前記塊状成型物４８を前記行
政区域内で貯留する貯留工程とを有する。
【０１９３】
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焼却灰、ばいじん、汚泥、汚染土壌などを廃棄するすなわち捨てるという考え方では、有
効利用可能な国土は有限であるため、近い将来にゴミや有害物の廃棄場が不足して国全体
としても環境保全上の重大な問題になる可能性がある。また、昨今、プラスチック廃棄物
の発生量が多くなりこのプラスチック廃棄物４１を処分することは重大な問題であり、従
来のプラスチック廃棄物４１を捨てるという考え方では、上述したように最終廃棄場の不
足により国全体としても環境保全上の重大な問題になる可能性がある。特にプラスチック
廃棄物４１の中でもペットボトル（ポリエチレンテレフタレート）の廃棄物の量は増大す
る傾向にある。
【０１９４】
そこで、従来の廃棄するという考え方を保管するという考え方に発想を転換するのである
。もっとも年間５０００万トン以上も発生すると考えられる都市ゴミの全てを有効利用す
ることは困難であるので、都市ゴミの半分以上を占めるプラスチック廃棄物４１を分離し
た後、残りを焼却して発生した焼却灰４５やばいじん４４などの有害廃棄物４７とプラス
チック廃棄物４１とを混合して溶融混練させ、押出し成形して冷却することで塊状成型物
４８を作り、これを一旦保管するのである。保管した塊状成型物４８は公共事業などにお
いて使用することが可能である。
【０１９５】
なお、前記溶融混練工程は、送りおよび余熱を行う供給部と溶融および混練を行なう溶融
混練部とを有する二軸押出機１で、前記廃棄物混合物を溶融させ、シリンダー本体内に軸
方向に相互に回転可能に配設された二軸のスクリューで混練を行ない、溶融混練物を形成
する溶融混練工程であることが好適である。
【０１９６】
有害廃棄物４７とプラスチック廃棄物４１とを混合し、二軸押出機で溶融混練し、押出し
成型した後、冷却して生成した塊状成型物４８は、圧縮強度が６００～１５００ｋｇｆ／
ｃｍ2であり、天然石以上に強靭で、高い圧力や衝撃にも十分耐えることができる。この
ため、前記塊状成型物４８は、行政区域内の土木工事事業における土木工事資材５６とし
て使用することが可能となり、具体的には、道路工事用路盤材、高架道路用路床材、高速
道路用防音材、公共建築物の屋上防水板材、干拓工事用資材、廃棄物処分場建築用資材、
海上処分場建築用資材、護岸用ブロック資材、海上空港建設工事用資材などに使用するこ
とができる。なお、ここで海上空港建設工事用資材とは、空港建設など海上で人工造成さ
れる施設に使用する建設工事用資材をいう。また、たとえ塊状成型物が壊れたとしても数
個の破片に分割する程度であり、コンクリートが破損する場合のように細片に分割しない
。したがって、塊状成型物が壊れたとしても、その破損面から有害廃棄物が比較的微量に
溶出するにすぎず、環境基準を超えるような水質汚染や地下水汚染の原因となることはな
い。
【０１９７】
前記プラスチック廃棄物４１としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、
ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート
、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ＡＣＳ樹脂、ＡＳＡ樹脂
、ＡＥＳ樹脂などの汎用プラスチックの廃棄物を利用することが可能である。
【０１９８】
行政区域内で発生する廃棄物の大半はプラスチック廃棄物４１であり、たとえば、都市ゴ
ミの中には容積で約３０～５０％（重量比で７～１２％）のプラスチック廃棄物４１が混
入している。本発明に係る廃棄物処理方法では、プラスチック廃棄物４１を焼却しないで
、前記有害廃棄物４７とを混合し、溶融混練し、押出し成型した後、冷却して塊状成型物
４８をつくり、それを土木工事事業における土木工事資材５６として再利用するから、焼
却させることに伴なう二酸化炭素発生量を大幅に抑制させることが可能である。したがっ
て、各行政区域における環境保全に一層貢献することが可能である。
【０１９９】
さらに、本発明に係る廃棄物処理方法では、行政区域内で発生する焼却廃棄物とプラスチ
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ック廃棄物とを混合し、溶融混練し、押出し成型した後、冷却して塊状成型物４８をつく
り、それを前記行政区域内の前記土木工事事業における土木工事資材５６として再利用す
ることで、行政区域内で発生した焼却廃棄物やプラスチック廃棄物４１を遠方の最終処分
場まで輸送させる必要性はない。したがって、焼却廃棄物やプラスチック廃棄物４１のよ
うな本来的に価値のないものに多量の輸送エネルギーを使用する必要性はない。
【０２００】
金属成分を含有する廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練し、冷却固化するこ
とにより塊状成型物とし、前記塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物から金属成分を
回収することができる。ここで、塊状成型物を備蓄するとは、塊状成型物中に含有される
金属成分を将来的に取り出して有効利用することを意図して、塊状成型物を長期間貯留す
ることをいう。
【０２０１】
前記廃棄物は、有害廃棄物と、生物体内もしくは環境中に及ぼす影響が少ないもしくは無
いとされる非有害廃棄物とを含むものである。より具体的には、前記廃棄物は、有害金属
成分と、生物体内もしくは環境中に及ぼす影響が少ないもしくは無いとされる非有害金属
成分とを含むものである。
【０２０２】
焼却灰、ばいじんなどの廃棄物から含有する金属成分を回収することは、現状においては
コストが高く、商業的には実用化されていない。しかしながら、採掘可能な金属の埋蔵量
には限りがあり、特に埋蔵量が少ない金属については将来的に、廃棄物から金属成分を回
収する手法を実現させる必要性が生じる。
【０２０３】
そこで、本発明においては、金属成分を含有する廃棄物をいったん塊状成型物の状態で備
蓄しておき、必要に応じてこの塊状成型物から含有する金属成分を回収するわけである。
含有する金属成分は塊状成型物中に封入されているので、たとえその金属成分が有害金属
成分であっても自然界に影響を及ぼすことはない。
【０２０４】
また、このようにすれば、前記塊状成型物を処分場に備蓄した場合、含有する金属成分を
回収した塊状成型物の分だけ処分場のスペースがあくので、ここを再度処分場として再利
用することができる。
【０２０５】
前記備蓄は上述した処分場ばかりでなく、備蓄を目的として設けられた貯留場所で行うこ
とが可能である。特に非有害廃棄物のみからなる廃棄物を備蓄する場合は野積みも可能で
ある。
【０２０６】
なお、金属成分の回収を必要とする廃棄物と、金属成分の回収を必要としない廃棄物とを
同じ処分場に廃棄した場合、必要な金属成分の回収にあたっては、他の廃棄物や覆土に使
用された土砂などと分離する必要性が生じ、さらには分離されたものを遠隔地にある精錬
所まで運ぶ必要がある。したがって、備蓄に際しては、金属成分の回収を必要とする廃棄
物のみを備蓄することが好適である。
【０２０７】
有害廃棄物は、焼却炉もしくは溶融炉などから排出される焼却灰、ばいじんなどの焼却廃
棄物、汚泥、汚染土壌、スラッジなどの有害廃棄物を含むとともに、さらに、アルミ鉱滓
（アルミドロス）、石炭灰、シュレッダーダスト、廃石膏ボートなどを含有させることが
可能である。特に、産業廃棄物もしくは一般廃棄物を焼却炉で焼却することで発生する焼
却灰もしくはばいじんや、溶融炉より発生するばいじんには、亜鉛成分や鉛成分などが比
較的多く含有されている場合がある。したがって、焼却炉や溶融炉から発生するばいじん
や焼却灰と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練し、冷却固化することにより塊状成型
物とすれば、極めて安全に長期間にわたり塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物から
高回収率にて亜鉛成分や鉛成分を回収することができるのである。
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【０２０８】
アルミ鉱滓（アルミドロス）とは、アルミ製品を製造する過程で、アルミの地金やスクラ
ップを溶解した際に溶湯面上に生成される不純物である。アルミ鉱滓（アルミドロス）は
、溶解方法や原料の種類によって左右されるが、溶解原料量に対しておよそ２～１０％程
度発生する。アルミドロスはそのままでは使用できないため、通常は溶解炉から取り除か
れるものの、この中には再利用できる金属アルミ成分が６割程度と多く含有されている。
アルミドロスは国内で年間３５万トン程度発生しており、アルミ地金のほとんどを海外に
依存しているわが国では、金属アルミ分を高い効率で回収できる技術の確立が重要な課題
となっているものの、バーナー式回転炉のような従来の処理方法では、処理中の酸化反応
によって金属アルミ成分が減少するなどの理由により、アルミ成分の回収率は４０～６０
%が限度である。また、アルミ成分回収後に発生する年間約１０万トンの残灰は、その大
半が産業廃棄物として管理型処分場に埋め立て処分されているが、処分場の確保が困難に
なってきたことや廃棄処分費用の高騰などが顕在化しているほか、残灰中に含まれる窒化
物などが水と反応して刺激臭を伴うアンモニアガスが発生するため、抜本的な再資源化対
策が急務となっている。そこで、アルミドロスと、溶融したプラスチック廃棄物とを混練
し、冷却固化することにより塊状成型物とすれば、極めて安全に長期間にわたり塊状成型
物を備蓄した後、前記塊状成型物から高回収率にてアルミ成分を回収することができるの
である。すなわち、この方法によれば、処分場確保の問題を解決しながらしかも高回収率
にてアルミ成分を回収することができるのである。
【０２０９】
石炭灰とは、火力発電所から発生する焼却灰の一種であり、年間６０万トンに達し、この
有効利用を図ることが求められている。石炭灰の主成分は、シリカ、アルミナであり、ア
ルミナは石炭灰中に約７０％程度も含有されるものである。この石炭灰についても、同様
に、石炭灰と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練し、冷却固化することにより塊状成
型物とすれば、極めて安全に長期間にわたり塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物か
ら高回収率にてアルミ成分を回収することができるのである。この方法によれば、処分場
確保の問題を解決しながらしかも高回収率にてアルミ成分を回収することができる。
【０２１０】
シュレッダーダストとは、広く産業廃棄物をシュレッダーにて裁断した廃棄物をいい、た
とえば自動車のシュレッダーダストには、銅が金属成分として含有されている。この自動
車のシュレッダーダストは従来リサイクルできずに埋め立て処分されているものであるが
、このシュレッダーダストについても、同様に、シュレッダーダストと、溶融したプラス
チック廃棄物とを混練し、冷却固化することにより塊状成型物とすれば、極めて安全に長
期間にわたり塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物から高回収率にて銅成分を回収す
ることができるのである。この方法によれば、処分場確保の問題を解決しながらしかも高
回収率にて銅成分を回収することができる。
【０２１１】
廃石膏ボードとは、石膏ボードの廃棄物である。石膏ボードとは、石膏の薄い板の両面に
やや厚手の紙を貼ったもので、軽くて加工の容易な建築資材である。石膏ボードは、断熱
性、遮音性、そして防火性に優れ、準不燃材料の代表的なものとして多く活用されていま
す。廃石膏ボードには、砒素やカドミウムなどが含有されており、近年、建築物の解体に
伴う廃石膏ボードの増加により、その処理方法が大きな環境問題になっている。しかしな
がら、この廃石膏ボードについても、同様に、廃石膏ボードと、溶融したプラスチック廃
棄物とを混練し、冷却固化することにより塊状成型物とすれば、極めて安全に長期間にわ
たり塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物から高回収率にて砒素成分やカドミウム成
分を回収することができるのである。この方法によれば、処分場確保の問題を解決しなが
らしかも高回収率にて砒素成分やカドミウム成分を回収することができる。
【０２１２】
図５は、備蓄した塊状成型物から金属成分を回収する手段のフローチャートである。ここ
では、焼却炉や溶融炉から発生するばいじんや焼却灰と、溶融したプラスチック廃棄物と
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を混練し、冷却固化させた塊状成型物から、亜鉛成分や鉛成分を回収する場合を一例にと
り、説明をする。
【０２１３】
塊状成型物４８を加熱炉（熱分解炉）７０において、空気を遮断して加熱し、塊状成型物
４８のプラスチック成分を溶融、分解させ、分解ガス７２と分解油７３を得る。なお、加
熱炉７０において空気を遮断しての加熱は、４５０～５５０℃程度にて行うことが好適で
ある。
【０２１４】
加熱炉７０の底部には、残渣（チアコール）７４と灰分（焼却飛灰もしくは溶融飛灰）７
５とが残る。この残渣（チアコール）７４と灰分（焼却飛灰もしくは溶融飛灰）７５とを
取り出して、それらの混合物を溶融炉５４において高温の燃焼ガスによって加熱する。な
お、溶融炉における加熱は１３００～１５００℃程度において行うことが可能である。混
合物を高温の燃焼ガスにて過熱した結果、酸化亜鉛ＺｎＯ７６や酸化鉛ＰｂＯ７７などの
金属酸化物７８が得られる。これを集塵機で捕集して粉体状の金属酸化物７８として回収
する。一方、溶融炉５４の底部において高温によって溶融した焼却飛灰もしくは溶融飛灰
を水中に投入することで溶融スラグ５８が得られる。
【０２１５】
次に、酸化亜鉛ＺｎＯ７６と酸化鉛ＰｂＯ７７とを還元炉７１において、コークス７９を
加え、加熱して還元することによって金属亜鉛粉末８０と金属鉛８１とが得られる。なお
、還元炉７１における加熱は１２００～１３００℃にて行うことが可能である。
【０２１６】
上述した方法によると、金属成分の含有率が５％の焼却灰と廃プラスチックとが重量比で
５０対５０の場合における塊状成型物１０００ｋｇを処理したとき、約２５ｋｇの金属亜
鉛や金属鉛が得ることが可能である。
【０２１７】
この金属亜鉛と金属鉛の回収プロセスにおいて、加熱炉７０における廃プラスチックの熱
分解によって得られる分解ガス７２を、加熱炉７０自体の熱源や、溶融炉５４や還元炉７
１の熱源として使用することによって、この金属回収装置の運転に必要な熱エネルギーの
ほとんどをまかなうことができることとなり、極めて経済的に運用することが可能となる
。また、廃プラスチックの熱分解によって得られる分解油７３は、精製することによって
、ガソリン、軽油、灯油などの燃料として利用することが可能である。
【０２１８】
なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【０２１９】
【発明の効果】
本発明に係る廃棄物処理方法を使用するもしくは本発明に係る廃棄物処理システムを実施
することで、焼却炉、溶融炉から排出される焼却廃棄物および一般家庭などから排出され
るプラスチック廃棄物の双方を生活環境内に流出しないように的確に処理するとともに、
それら焼却廃棄物およびプラスチック廃棄物を有効に利用することができた。
【０２２０】
また、本発明に係る廃棄物処理方法を使用することで得られる塊状成型物は、強靭な硬度
を有し、重金属類などの有害廃棄物が外部に流出しがたいため、道路工事用路盤材などの
土木工事用資材に利用することができ、環境保全面で優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る廃棄物処理システムを説明する概略図である。
【図２】　本発明に係る廃棄物処理システムに使用される二軸押出機を説明する概略図で
ある。
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【図３】　本発明に係る廃棄物処理方法を説明する概略図である。
【図４】　従来の廃棄物処理方法を説明する概略図である。
【図５】　金属成分を回収するフローチャートを説明する図である。
【符号の説明】
１　二軸押出機、２　粉砕機、３　灰投入ホッパー、４　第一保温サイロ、５第二保温サ
イロ、６　第一定量供給機、７　第二定量供給機、８　押出用ダイ、９　冷却水槽、１０
　ストレージホッパー、１２　シリンダー本体、１３　スクリュー、１４　供給部、１５
　溶融混練部、１６　ゲート部、１７　搬送部、１８　排出口、１９　搬送部、２０　ギ
アポンプ、２１　スクリーン、２２　回転刃、２３　ペレタイザー、２４　第一循環空気
加熱器、２５　第二循環空気加熱器、２６　第一ブロワー、２７　第二ブロワー、２８　
第一サイクロン、２９第二サイクロン、３０　攪拌器、３１　ガス排出器、３２　第一ベ
ンチュリー、３３　第二ベンチュリー、３４　第一圧力調整弁、３５　第二圧力調整弁、
４０　廃棄物、４１　プラスチック廃棄物、４２　塩化ビニール非含有プラスチック廃棄
物、４３　塩化ビニール廃棄物、４４　ばいじん、４５　焼却炉、４６　その他の有害物
、４７　有害廃棄物、４８　塊状成型物、４９　貯留場、５０　仮保管場、５１　保管場
、５２　処分場、５３　焼却炉、５４　溶融炉、５５　溶融炉燃料、５６　土木工事資材
、５７　放置、５８　溶融スラグ、７０　加熱炉、７１　還元炉、７２　分解ガス、７３
　分解油、７４　チアコール、７５　灰分、７６　ＺｎＯ、７７　ＰｂＯ、７８　金属酸
化物、７９　コークス、８０亜鉛粉末、８１　金属鉛。

【図１】 【図２】
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【図５】



(37) JP 4840737 B2 2011.12.21

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ１０Ｌ   5/48     (2006.01)           Ｂ０９Ｂ   3/00    ３０１Ｍ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０９Ｂ   3/00    ３０１Ｗ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ２９Ｂ  17/00    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ  11/00    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ１０Ｌ   5/46    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ１０Ｌ   5/48    　　　　          　　　　　

(56)参考文献  特開平１１－２０９７６７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１７８３８０（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５３－１１３７６４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２７７２５８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１７９３１８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１４８３１７（ＪＰ，Ａ）
              実開平０２－０１２４９４（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０８－１８３０３６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－００２４０７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２３０５３４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１９２４７０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B09B   1/00 -  5/00
              B09C   1/00 -  1/10
              B29B  17/00 - 17/04
              C08J  11/00 - 11/28
              C02F  11/00 - 11/20
              C10L   5/46
              C10L   5/48


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

